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大
内
義
興
の
死
と
備
芸
石
の
動
乱

	

岸
　
田

　
裕

　
之

　
　
　
　
　		




享
禄
二
年
の
安
芸
松
尾
城
の
高
橋
氏
攻
め
と
毛
利
元
就




　
は
じ
め
に

　
大
内
氏
の
領
国
は
、
周
防
・
長
門
両
国
を
本
領
国
と
し
、
東
方
は
京
都
の
室
町

幕
府
・
細
川
氏
勢
力
と
対
峙
し
、
中
国
地
域
・
山
陽
道
筋
に
お
い
て
石
見
国
は
邇

摩
郡
、
安
芸
国
は
東
西
条
を
お
さ
え
、
本
稿
で
対
象
と
す
る
義
隆
期
に
は
石
見
国

は
問
田
隆
盛
、
安
芸
国
は
弘
中
隆
兼
が
支
配
を
担
っ
た
。
し
か
し
、
両
国
と
も
国

人
（
国
衆
）
の
自
立
性
が
強
く
、
彼
ら
が
盟
約
し
て
連
合
し
、
地
域
秩
序
の
維
持
・

安
定
に
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
山
名
氏
領
国
で
あ
っ
た
備
後
国
に
お

い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。

　
そ
う
し
た
国
衆
連
合
を
大
内
氏
に
引
き
付
け
、
大
内
氏
と
の
間
を
繋
ぐ
地
位
に

あ
る
国
衆
を
盟
主
と
い
う
。
そ
の
権
能
の
主
な
も
の
は
、
大
内
氏
の
命
を
受
け
て

国
衆
に
軍
勢
催
促
を
行
い
、
そ
の
軍
忠
を
吹
挙
し
、
下
付
さ
れ
る
褒
美
を
伝
達
す

る
こ
と
で
あ
る
。

　
松
尾
城
攻
め
は
、
大
内
氏
方
の
国
衆
連
合
の
盟
主
の
地
位
に
あ
っ
た
高
橋
興
光

（
父
は
同
弘
厚
）
が
、
尼
子
氏
方
へ
転
じ
た
こ
と
か
ら
起
こ
っ
た
。
そ
れ
は
、
享

禄
元
年
（
一
五
二
八
）
の
夏
に
安
芸
国
へ
出
陣
中
の
大
内
義
興
が
重
病
と
な
り
、

暮
に
山
口
へ
帰
還
し
た
も
の
の
十
二
月
二
十
日
に
死
没
し
た
の
を
契
機
に
し
て
攻

勢
に
転
じ
た
尼
子
経
久
の
調
略
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
経
緯
か
ら

う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
松
尾
城
攻
め
は
こ
の
高
橋
氏
領
に
限
ら
れ
る
戦
い
で
は

な
く
、
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
備
後
、
安
芸
、
そ
し
て
石
見
の
三
国
に
お
い
て

展
開
し
た
動
乱
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
高
橋
氏
は
戦
国
時
代
の
敗
者
で
あ
る
が
、
か
つ
て
一
九
八
三
年
に
発
表
し
た
「
芸

石
国
人
領
主
連
合
の
展
開
」
に
お
い
て
、
次
掲
の
文
明
八
年
（
一
四
七
六
）
九
月

十
五
日
の
高
橋
命
千
代
の
一
族
・
譜
代
家
臣
十
六
名
が
か
さ
連
判
し
て
益
田
兼
堯
・

貞
兼
父
子
に
宛
て
た
契
状
に
拠
っ
て
そ
の
芸
石
、
雲
備
に
も
及
ぶ
大
領
域
を
復
元

し
、
ま
た
他
国
衆
と
の
多
く
の
盟
約
、
そ
の
展
開
に
つ
い
て
も
詳
述
し
た

）
1
（

。

　
　
　
　
申
承
契
状
之
事

　
　
　

抑
如
前
々
不
相
替
、
一
段
申
承
条
、
目
出
本
望
之
至
候
、
然
間
、
大
小
事
請 

御
扶
持
、
可
罷
立
御
用
候
、
聊
不
可
存
余
儀
候
、
弥
成
水
魚
思
、
可
申
承
候
、

我
未
能
判
形
候
之
条
、
同
名
被
官
者
共
、
以
加
判
令
申
候
、
此
条
若
偽
申
者
、

可
罷
蒙

　
　
天
照
大
神
、
八
幡
、
春
日
四
所
、
加
茂
下
上
大
明
神
、
天
満
天
神
等
御
罰
者

也
、
仍
契
状
如
件
、

　
　
　
　
文
明
八
年

丙甲

九
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

命
（
高
橋
）千

代

　
　
　
益
田
越（

兼
尭
）中

守
殿

　
　
　
同
治
部（

貞
兼
）少

輔
殿
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こ
の
よ
う
に
数
多
く
の
庶
子
家
を
分
出
し
、
広
域
を
領
有
し
た
高
橋
氏
の
本
拠

城
が
、
安
芸
国
側
で
は
横
田
（
旧
美
土
里
町
）
の
松
尾
城
、
石
見
国
側
で
は
阿
須

那
（
旧
羽
須
美
村
）
の
藤
掛
城
で
あ
っ
た
。
領
域
内
で
は
、
と
く
に
石
見
国
側
で

は
た
た
ら
製
鉄
な
ど
の
鉱
物
資
源
が
豊
富
で
あ
り
、
農
業
生
産
力
な
ど
と
合
せ
て

豊
か
な
地
域
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
後
も
高
橋
氏
に
つ
い
て
は
、『
広
島
県
史

中
世

』（
一
九
八
四
年
）、『
広
島

県
の
歴
史
』（
一
九
九
九
年
）、『
毛
利
元
就
』（
二
〇
一
四
年
）
に
お
い
て
、
簡
潔

に
ま
と
め
る
機
会
が
あ
っ
た

）
2
（

。

　
本
稿
の
主
た
る
課
題
は
、
右
掲
の
著
作
か
ら
踏
み
込
み
、
遺
存
す
る
関
係
史
料

に
よ
っ
て
松
尾
城
攻
め
の
一
連
の
事
態
に
つ
い
て
整
合
的
・
総
合
的
に
解
明
し
、

広
域
的
な
動
乱
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
し
て
そ
の
な
か
で
、
こ
れ
ま
で
高
橋
氏
の
滅
亡
に
よ
っ
て
盟
主
の
地
位
に
毛

利
元
就
が
就
い
た
こ
と
は
指
摘
し
て
き
た
が
、
そ
の
時
点
・
典
拠
史
料
等
に
つ
い

て
は
明
示
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
こ
と
も
明
確
に
し
た
い
。

　
さ
て
、
松
尾
城
攻
め
は
、
大
内
氏
（
東
西
条
代
官
弘
中
隆
兼
ら
）、
毛
利
氏
、

宍
戸
氏
、
和
智
氏
ら
の
連
合
軍
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

　
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
右
掲
の
著
作
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
享
禄
二
年
（
一
五

二
九
）
五
月
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
き
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
近
年
そ
れ
を
享
禄
三
年
五
月
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
説
が
あ
ら
わ

に
な
っ
た

）
3
（

。

　
そ
の
典
拠
史
料
と
さ
れ
た
の
が
、
享
禄
三
年
五
月
二
十
八
日
付
の
陶
興
房
が
志

道
広
良
（
毛
利
氏
執
権
）
に
宛
て
た
書
状
中
の
一
部
分
で
あ
る
。
こ
の
書
状
は
き

わ
め
て
長
文
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
該
当
部
分
（
第
三
条
）
は
き
わ
め
て
短
く
、

か
つ
あ
い
ま
い
で
、
何
か
起
こ
っ
て
い
る
か
い
な
い
か
、
と
い
う
と
、
は
っ
き
り

と
し
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
部
分
か
ら
結
論
を
得
よ
う
と
す
る
の
で

は
な
く
、
長
文
の
書
状
全
体
を
読
み
通
し
、
注
意
深
く
解
析
す
る
取
り
組
み
が
必

要
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
享
禄
二
年
の
動
向
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
関
係
史
料
は
十
数
点
遺
存

し
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
描
き
出
せ
る
歴
史
像
を
全
く
捨
象
し
て
、
こ
の
一

点
の
み
か
ら
享
禄
三
年
説
を
主
張
す
る
の
は
き
わ
め
て
危
う
い
。

　
そ
れ
に
し
て
も
享
禄
三
年
五
月
説
が
あ
ら
わ
に
な
っ
た
い
ま
、
私
が
こ
の
陶
興

房
書
状
の
該
当
部
分
を
関
係
史
料
に
拠
っ
て
描
き
出
せ
る
歴
史
像
の
な
か
に
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
て
考
え
て
い
た
か
、
そ
の
見
解
を
提
示
す
る
こ
と
を
迫
ら
れ
る

立
場
に
お
か
れ
た
。

　
こ
の
地
域
の
戦
国
時
代
史
に
関
心
を
も
つ
方
は
多
い
。
ま
た
高
橋
氏
の
滅
亡
は

毛
利
氏
発
展
の
大
き
な
契
機
で
あ
り
、
そ
の
基
盤
で
あ
っ
た
。
こ
の
大
き
な
転
換

に
関
心
は
高
い
の
で
あ
り
、
い
ま
納
得
い
く
説
明
を
果
た
す
役
割
を
負
っ
て
い
る
。

あ
ら
た
め
て
松
尾
城
攻
め
が
享
禄
二
年
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
享
禄
三
年
説
を
主

張
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。

一
　
松
尾
城
攻
め
と
盟
主
毛
利
元
就

　
盟
主
高
橋
興
光
の
地
位
は
、
次
の
大
内
義
興
書
状

）
4
（

に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
。

　
　
高
橋
民
部
少
輔
元
光
事
、
去
月
廿
九
日
於
備
後
国
打
死
之
由
其
聞
候
、
言
語

道
断
之
次
第
候
、
仍
彼
所
帯
事
、
高
橋
大
九
郎
興
光

治
部
少
輔
弘
厚

息
　
　
　
　
　

可
存
知
之
由
、

被
成

　
御
下
知
候
、
毎
事
興
光
有
相
談
、
御
馳
走
可
為
肝
要
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
■

（
永
正
十
二
年
）

四
月
廿
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
義
興
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
毛
利
少（

興
元
）輔

太
郎
殿

　
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
文
の
大
内
義
興
書
状

）
5
（

が
、
同
じ
永
正
十
二
年
（
一
五
一
五
）
の

四
月
十
四
日
に
石
見
国
衆
周
布
興
兼
に
も
宛
て
ら
れ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
大
内
義
興
は
、
永
正
十
二
年
の
三
月
二
十
九
日
に
高
橋
元
光
が
戦

死
し
た
直
後
、
家
督
を
高
橋
興
光
に
相
続
さ
せ
、
毛
利
興
元
や
周
布
興
兼
ら
芸
石

国
衆
に
毎
事
興
光
に
「
相
談
」
し
て
馳
走
す
る
よ
う
命
じ
た
。
こ
の
「
相
談
」
と

い
う
言
葉
に
は
、
大
内
氏
の
軍
事
力
編
成
上
に
お
い
て
複
数
の
国
衆
か
ら
「
相
談
」

を
受
け
て
権
能
を
行
使
す
る
と
い
う
盟
主
の
地
位
を
証
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て

の
固
有
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
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与次郎山

木
次

南方本
地

山形 吉田

松尾城 重延

甲立

横
田

雪田

出羽

生田

北

長田

口羽藤
掛
城

㎞

図版 1 　関係地名図
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こ
う
し
て
永
正
十
二
年
四
月
に
大
内
氏
方
の
芸
石
国
衆
連
合
の
盟
主
の
地
位
が

高
橋
元
光
か
ら
同
興
光
へ
と
継
承
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
関
係
す
る
大
内
氏
方
の
国

衆
ら
に
通
知
さ
れ
た

）
6
（

。
し
た
が
っ
て
、
の
ち
に
盟
主
の
地
位
に
就
く
毛
利
元
就
の

場
合
も
、
こ
う
し
た
証
明
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
後
の
お
お
よ
そ
の
動
向
を
述
べ
て
お
く
。
大
内
氏
と
尼
子
氏

の
抗
争
が
激
化
し
、
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
に
は
尼
子
経
久
に
よ
る
安
芸
国
東

西
条
の
鏡
山
城
攻
略
が
あ
り
、
毛
利
氏
も
そ
れ
に
随
っ
た
が
、
元
就
が
毛
利
氏
家

督
を
相
続
す
る
や
同
五
年
に
大
内
氏
方
に
転
じ
た
。
大
内
氏
方
は
、
同
七
年
八
月

に
備
後
国
和
智
郷
細
澤
山
の
合
戦
で
勝
利
を
お
さ
め
、
尼
子
氏
を
出
雲
国
へ
と
退

か
せ
、
芸
備
両
国
内
の
情
勢
は
安
定
す
る
か
に
み
え
た
。

　
そ
れ
が
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
翌
享
禄
元
年
（
一
五
二
八
）
の
夏
の
大
内
義

興
の
重
病
、
暮
の
死
没
に
よ
っ
て
再
び
動
乱
に
見
ま
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
尼
子

経
久
は
こ
れ
を
攻
勢
に
転
じ
る
好
機
と
と
ら
え
、
即
座
に
備
芸
石
三
国
の
国
衆
へ

の
調
略
を
強
め
、
ま
た
大
内
氏
方
の
城
攻
め
を
行
っ
た
。

　
盟
主
高
橋
氏
は
尼
子
氏
の
調
略
に
応
じ
、
さ
ら
に
周
辺
の
関
係
す
る
国
衆
に
も

調
略
を
か
け
た
の
で
あ
り
、
大
内
氏
方
に
よ
る
松
尾
城
攻
め
は
そ
う
し
た
盟
主
高

橋
氏
を
討
つ
た
め
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
盟
主
の
地
位
を
抜
き
に
し
て
語
る

こ
と
は
で
き
な
い
し
、
元
就
が
就
い
た
時
点
を
明
確
に
証
す
る
こ
と
は
そ
う
し
た

意
味
で
も
重
要
で
あ
る
。

　
以
下
、
遺
存
し
た
関
係
史
料
に
つ
い
て
個
々
解
析
し
な
が
ら
、
享
禄
二
年
か
ら

三
年
に
か
け
て
の
こ
の
地
域
の
動
向
を
た
ど
っ
て
い
き
た
い
。

　
関
係
史
料
を
表
に
し
て
年
月
日
順
に
並
べ
た
。

　
個
々
の
文
書
を
解
析
す
る
に
あ
た
っ
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
点
が
あ
る
。

　
戦
国
時
代
の
書
状
に
は
月
日
の
み
で
発
給
年
が
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
多

い
。
そ
の
た
め
内
容
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
人
名
に
付
さ
れ
た
受
領
名
・
官
途
名
、

そ
し
て
差
出
人
の
花
押
等
々
に
注
目
す
る
。

　
大
内
義
隆
の
場
合
は
、
時
期
に
よ
っ
て
花
押
の
形
状
に
特
徴
が
あ
り
、
表
で

い
え
ば
、
1
3
6
8
、
そ
し
て
10
（
花
押
影
）
は
、
全
く
同
じ
形
状
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
「
享
禄
二
年
五
月
三
日
」
付
の
周
防
国
分
寺
に
宛
て
た
 

「
多
々
良
朝
臣
」
禁
制
（
二
通
）、
同
下
知
状
の
花
押
の
形
状
に
合
致
す
る

）
7
（

。

　
さ
て
、
そ
れ
で
は
1
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
の
注
目
点
を
あ
げ
る
。
次
に
1

の
本
文
を
あ
げ
る
。

　
　
毛
利
家
中
欲
及
錯
乱
之
処
、
即
時
静
謐
候
之
条
、
可
然
候
、
若
猶
不
慮
之
儀

出
来
之
時
者
、
無
二
被
仰
談
候
者
肝
要
候
、
委
細
弘
中
々

（
隆
兼
）務

丞
可
申
候
、
恐
々

謹
言
、

　
こ
れ
は

）
8
（

、
大
内
義
隆
が
竹
原
小
早
川
興
景
に
宛
て
、
毛
利
氏
家
中
で
「
錯
乱
」

に
及
ば
ん
と
す
る
事
態
が
あ
っ
た
が
即
時
静
謐
し
た
こ
と
、
も
し
な
お
「
不
慮
之

儀
」
が
起
こ
っ
た
時
に
は
緊
密
に
打
ち
合
せ
を
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
こ
と
、

委
細
は
弘
中
隆
兼
が
伝
え
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
家
中
錯
乱
」
の
用
例
と
し
て
は
、
の
ち
の
天
文
二
十
一
年
（
一
五
五
二
）
の

九
月
中
旬
に
起
こ
っ
た
長
門
国
守
護
代
内
藤
氏
の
家
中
に
お
け
る
興
盛
と
孫
で
家

督
の
隆
世
が
相
分
れ
た
動
き
が
あ
げ
ら
れ
る
。
家
中
が
真
っ
二
つ
に
割
れ
る
非
常

事
態
を
意
味
し
て
い
る

）
9
（

。

　
こ
の
書
状
で
ま
ず
確
認
し
て
お
く
べ
き
重
要
な
点
は
、
東
西
条
代
官
弘
中
隆
兼

が
大
内
氏
中
枢
か
ら
の
命
令
を
受
け
て
国
衆
ら
に
義
隆
書
状
を
下
付
す
る
と
と
も

に
委
細
を
申
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
内
容
は
、
毛
利
氏
家
中
に
起
こ
っ

た
緊
急
事
態
を
即
時
押
え
込
ん
だ
毛
利
元
就
か
ら
弘
中
隆
兼
に
伝
え
ら
れ
、
集
約

さ
れ
た
情
報
が
、
大
内
氏
中
枢
に
注
進
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
内
氏
が
そ
の

後
に
備
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
ま
ず
、
こ
う
し
た
安
芸
国
と
山
口
の
間
の
情
報
連
絡
上
に
お
け
る
公
式
ル
ー
ト

と
し
て
の
弘
中
隆
兼
の
地
位
と
権
能
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。

　
こ
の
内
容
は
、
毛
利
氏
家
中
が
真
っ
二
つ
に
分
断
さ
れ
る
よ
う
な
抗
争
が
あ
っ

た
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
は
大
内
氏
に
と
っ
て
他
の
安
芸
国
衆
を
も
動
員
し
て
排
除

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
大
事
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
こ
の
家
中
「
錯
乱
」
の
原
因
は
、
尼
子
氏
方
へ
転
じ
た
高
橋
氏
（
毛
利
興
元
の
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表　享禄 2 、 3 年の大内氏・毛利氏・高橋氏らをめぐる動向

年月日 差出人 宛　人 内　　　容 典　拠

1
（享禄 2 年）

 4 .22
大内義隆 竹原小早川興景

・毛利家中　錯乱に及ばんとする事態も

　即時静謐す

小早川家文書

478

（遺文）2300

2 写  5 . 3　 毛利元就 粟屋元国 ・松尾切岸構越の合戦での軍忠を褒賞す
閥閲録巻73

＜粟屋＞-1

3  5 .19 大内義隆 宍戸元源

・その面　心元なし

・毎事毛利元就に相談し　堅固に保つべ

し

・既に軍勢を派遣す

宍戸家文書

（遺文）2307

4  5 .23 陶　興房 志道広良

・この度　隠謀の人　即時成敗するを賀

す

・この儀は　弘中隆兼が申す

・大内義隆の初めての仰せ

・温科辺の覚悟　それ以後如何

閥閲録巻16

＜志道＞-71

（遺文）2311

5 写  7 .21

大内氏奉行人　

　吉見右衛門尉

杉　興重　

豊前国守護代

杉　重信

・高橋興光先知行の仲津郡続妙院 7 町、

石王丸 8 町を石見国衆周布武兼に打渡

すよう執達す

閥閲録巻121

＜周布＞-163

（遺文）2323

6  7 .26 大内義隆 毛利元就

・備後国多賀山氏　落居す

・弘中隆兼への元就書状を読む

・それ以後の状況の注進を求む

山内家文書

202

（遺文）2324

7 写  8 .18 毛利元就 粟屋元国
・　8 月16日の壬生の合戦での比類なき働

きを褒賞す

閥閲録巻73

＜粟屋＞-2

8  9 . 3　 大内義隆 白井光胤

・高橋大蔵少輔先知行　周防国楊井庄内

20石、高橋弘厚先知行　豊前国築城郡

広末名12石を宛行う

白井家文書

（遺文）2331

9  9 . 3　 陶　興房 野上房忠
・　8 の高橋大蔵少輔先知行　周防国楊井

庄内20石の打渡を命ず

白井家文書

（遺文）2332

10 写  9 .27 大内義隆 （闕く）

・この度　沼田小早川詮平家中で雑説あ

るも早速無事

・景通が調法したところ

青柳種信関係

資料

（遺文）2339

11
（享禄 3 年）

 5 .28
陶　興房 志道広良 本文中に詳述す

閥閲録巻16

＜志道＞-69

（遺文）2401

12  6 . 3　 陶　興房 志道広良
・11の書状を持たせた使者は大雨による

洪水で今日出立す

同上72

（遺文）2402

13 写  7 .15 大内義隆 毛利元就
・上下荘の進退を認める

・弘中隆兼が申す

毛利家文書

256

（遺文）2406

14  7 .25 毛利元就 佐伯元継
・　7 月24日の山県表の合戦での比類なき

高名を褒賞す

閥閲録巻62

＜内藤＞-1

15  7 .25 毛利元就 井上元貞
・　7 月24日の山県面の合戦での比類なき

働きを褒賞す

閥閲録巻78

＜井上甚左衛

門＞-1

16 写 12.11 大内義隆 毛利元就
・阿須那高橋弘厚跡、船木、佐々部、山県

の執務を認める

毛利家文書

257

（遺文）2429

　註　典拠欄の「（遺文）」は、和田秀作編『戦国遺文大内氏編』の略記であり、算用数字はその文書番号である。
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正
室
の
実
家
）
か
ら
の
調
略
に
よ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
事
態
が
直
接
的

契
機
と
な
っ
て
、
大
内
氏
、
毛
利
氏
ら
国
衆
の
連
合
軍
に
よ
る
高
橋
氏
攻
め
が
行

わ
れ
る
。

　
2
は
、
松
尾
城
攻
め
の
感
状
で
あ
る
。

　
松
尾
城
攻
め
を
直
接
示
す
遺
存
史
料
は
こ
の
毛
利
元
就
感
状
一
通
で
あ
る
。
江

戸
時
代
中
期
の
『
閥
閲
録
』
の
編
纂
に
あ
た
っ
て
こ
の
粟
屋
孫
次
郎
家
が
藩
府
へ

差
出
し
た
家
蔵
文
書
は
そ
の
多
く
が
写
で
あ
る
が
、
こ
の
感
状
も
写
で
あ
る
。
た

だ
、
用
語
の
使
い
方
、
そ
の
形
式
等
に
と
く
に
問
題
が
あ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な

い
。
そ
し
て
家
中
「
錯
乱
」
か
ら
事
態
が
推
移
す
る
流
れ
の
な
か
で
考
え
て
も
、

無
理
な
く
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
大
内
氏
方
の
芸
石
国
衆
連
合
の
盟
主
高
橋
氏
が
尼
子
氏
方
へ
転
じ

た
と
な
る
と
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
大
内
氏
と
し
て
は
放
置
で
き
ず
、
新
し
い
盟

主
を
決
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　
3
は
、
そ
の
意
味
か
ら
注
目
に
値
す
る
。

　
こ
れ
は
、
五
月
十
九
日
に
大
内
義
隆
が
安
芸
国
衆
の
宍
戸
元
源
に
宛
て
た
も
の

で
、
花
押
の
形
状
（
図
版
2
）
か
ら
享
禄
二
年
に
比
定
で
き
る

）
10
（

。
こ
れ
ま
で
言
及

し
た
こ
と
は
な
い
が
、
毛
利
元
就
が
大
内
氏
方
国
衆
連
合
の
盟
主
の
地
位
に
就
い

て
い
た
こ
と
を
示
す
き
わ
め
て
貴
重
な
内
容
を
も
つ
。
次
に
本
文
を
あ
げ
る
。

　
　
依
備
後
之
時
宜
、
其
面
無
心
元
候
、
毎
事
毛
利
有
御
相
談
、
堅
固
之
儀
肝
要

候
、
既
差
上
軍
勢
候
、
此
等
之
趣
国
衆
相
催
候
之
次
第
、
法
泉
寺
可
申
候
、

恐
々
謹
言
、

　
書
き
出
し
の
「
備
後
之

時
宜
」
と
は
、
尼
子
氏
が

備
後
国
北
部
に
侵
攻
し
、

享
禄
元
年
九
月
九
日
に
多

賀
山
氏
の
本
拠
の
蔀

し
と
み

山や
ま

城

に
取
詰
め
、
翌
二
年
七
月

二
十
日
に
攻
略
す
る
、
そ
の
合
戦
の
過
程
に
お
け
る
大
内
氏
方
劣
勢
の
状
況
を
指

摘
し
た
も
の
で
あ
る

）
11
（

。

　
こ
の
城
攻
め
に
つ
い
て
は
、
6
の
七
月
二
十
六
日
に
毛
利
元
就
に
宛
て
た
大
内

義
隆
書
状
が
あ
る
。
本
文
を
あ
げ
る
。

　
　
就
多
賀
山
落
居
之
儀
、
対
弘
中
々

（
隆
兼
）務

丞
御
状
、
到
来
候
、
其
已
後
之
儀
承
度

候
之
条
、
染
筆
候
、
猶
中
務
丞
可
申
候
、
恐
々
謹
言
、

　
こ
の
書
状
を
も
合
せ
て
、
以
下
解
析
を
加
え
る
。

　
五
月
十
九
日
に
大
内
義
隆
は
宍
戸
元
源
に
宛
て
、
備
北
の
不
安
定
な
情
勢
を
踏

ま
え
、「
其
面
」（
宍
戸
氏
領
を
含
む
安
芸
国
北
部
地
域
）
が
心
元
な
い
と
懸
念
を

あ
ら
わ
し
た
。
そ
し
て
宍
戸
元
源
に
は
毎
事
毛
利
元
就
に
「
相
談
」
し
、
堅
固
に

守
る
べ
き
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
し
た
。
さ
ら
に
義
隆
は
、
既
に
軍
勢
を
安
芸
国

へ
派
遣
し
た
と
し
、
こ
れ
ら
の
趣
を
安
芸
国
衆
に
伝
え
軍
勢
催
促
を
行
う
こ
と
は
、

使
者
の
法
泉
寺
か
ら
申
伝
え
る
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
大
内
義
隆
が
宍
戸
元
源
に
宛
て
、
毎
事
毛
利
元
就
に
「
相
談
」
し
て
軍
事

行
動
を
行
う
よ
う
命
じ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
用
語
の
使
い
方
か

ら
す
る
と
、「
相
談
」
相
手
と
さ
れ
て
い
る
元
就
は
、
こ
の
時
に
は
大
内
氏
方
国

衆
連
合
の
盟
主
の
地
位
に
就
い
て
い
た
と
い
え
る
。

　
言
い
換
え
る
と
、
享
禄
二
年
の
五
月
十
九
日
の
時
点
で
は
、
大
内
氏
方
の
国
衆

連
合
の
盟
主
の
地
位
は
、
高
橋
興
光
か
ら
は
取
り
上
げ
ら
れ
、
毛
利
元
就
に
与
え

ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
使
者
と
し
て
法
泉
寺
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
う
し
た
特
命
を
お
び
て
い
た
た
め
か
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
6
の
内
容
か
ら
は
、
備
北
に
お
け
る
毛
利
元
就
の
立
場
に
つ
い
て
も
重

要
性
が
う
か
が
わ
れ
る
。
毛
利
元
就
は
、
多
賀
山
氏
の
蔀
山
城
が
攻
略
さ
れ
た
こ

と
に
つ
い
て
弘
中
隆
兼
に
報
告
し
、
そ
れ
は
隆
兼
か
ら
山
口
の
大
内
氏
中
枢
へ
注

進
さ
れ
た
。
そ
の
間
に
要
し
た
日
数
は
五
、
六
日
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
大
内

義
隆
は
元
就
か
ら
の
続
報
を
求
め
、
隆
兼
か
ら
伝
え
る
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

あ
り
方
は
、
盟
主
の
地
位
に
就
い
た
毛
利
元
就
の
軍
事
行
動
が
こ
の
時
期
に
備
北

図版 2 　大内義隆書状

の署判部分　 5 月19日

（山口県文書館蔵）
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に
も
及
ん
で
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　
こ
う
し
て
高
橋
氏
は
大
内
氏
方
の
国
衆
連
合
の
盟
主
の
地
位
を
失
い
、
合
せ
て

大
名
大
内
氏
に
保
障
さ
れ
て
い
た
領
主
権
も
喪
失
す
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
東
西
条
代
官
弘
中
隆
兼
、
大
内
氏
本
国
か
ら
派
遣
さ
れ
た
軍
勢
、

毛
利
氏
・
宍
戸
氏
ら
国
衆
の
連
合
軍
に
よ
っ
て
松
尾
城
攻
め
が
行
わ
れ
た
の
は
、

当
然
の
帰
結
で
あ
る
。

　
領
主
権
を
否
定
さ
れ
た
高
橋
氏
の
話
題
に
入
る
前
に
、
も
う
少
し
関
係
す
る
地

域
情
勢
を
み
て
み
た
い
。

　
4
は
、五
月
二
十
三
日
に
陶
興
房
が
志
道
広
良
に
宛
て
た
も
の
で
、文
中
に
「
当

代
初
而
被
仰
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
享
禄
二
年
に
比
定
で
き
る

）
12
（

。
次
に
本
文
と

猶
々
書
を
あ
げ
る
。

　
　
　
温
科
辺
御
覚
悟
、
其
已
後
如
何
候
哉
、
委
細
対
法
泉
寺
申
候
、

　
　
今
度
隠
謀
之
人
、
即
時
被
加
御
成
敗
候
、
然
間
其
境
無
余
事
通
、
以
法
泉
寺

被
賀
申
候
、
於
此
儀
者
定
而
弘
中
々

（
隆
兼
）務

丞
可
申
候
、
至
西
条
一
勢
差
上
候
者

可
然
旨
、
対
弘
中
下（

興
勝
）

野
守
被
仰
候
歟
、
今
被
申
付
候
、
時
宜
重
々
可
承
候
、

乍
勿
論
弥
不
可
有
御
等
閑
覚
悟
候
、
珍
重
候
、
当
代
初
而
被
仰
候
、
目
出
候
、

委
細
彼
可
被
演
説
候
間
、
閣
筆
候
、
恐
々
謹
言
、

　
ま
ず
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、「
今
度
隠
謀
之
人
」
を
毛
利
元
就
が
即
時
成
敗
し

た
こ
と
で
「
其
境
」（
安
芸
国
北
部
地
域
）
が
余
事
な
く
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

大
内
義
隆
が
法
泉
寺
を
使
者
と
し
て
賀
申
し
た
こ
と
で
あ
る
。「
今
度
隠
謀
之
人
」

が
具
体
的
に
誰
の
こ
と
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
既
に
こ
の
儀
は
そ
の
職
掌
上
弘
中

隆
兼
か
ら
伝
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
法
泉
寺
を
派
遣
し
た
と
い
う

こ
と
は
、
大
内
氏
が
こ
の
事
態
を
き
わ
め
て
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

法
泉
寺
は
、
3
の
大
内
義
隆
書
状
の
使
者
と
同
一
人
物
で
あ
り
、
こ
の
4
の
陶
興

房
書
状
を
も
託
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
高
橋
興
光
か
ら
盟
主
の

地
位
を
没
収
し
毛
利
元
就
に
与
え
た
こ
と
と
、「
今
度
隠
謀
之
人
」
を
元
就
が
即

時
成
敗
し
た
こ
と
を
祝
賀
し
た
こ
と
が
、
ま
さ
に
連
動
す
る
重
大
事
で
あ
っ
た
こ

と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
陶
興
房
は
そ
の
い
き
さ
つ
を
具
体
的
に
述
べ
る
。

　
義
隆
が
、
西
条
へ
軍
勢
を
派
遣
す
る
の
が
よ
い
と
弘
中
興
勝
に
い
ま
命
じ
ら
れ

た
こ
と
、
こ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
重
々
承
り
た
い
こ
と
、
毛
利
氏
も
等
閑
に
し

な
い
覚
悟
で
あ
る
し
、
大
内
義
隆
が
初
め
て
決
断
し
た
対
外
軍
事
行
動
で
あ
る
し
、

結
構
な
こ
と
で
あ
る
と
し
、
委
細
は
法
泉
寺
か
ら
述
べ
る
と
す
る
。

　
猶
々
書
で
は
、「
温
科
辺
」
で
何
事
か
が
起
こ
っ
た
の
か
、
そ
の
後
を
懸
念
し

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
温
科
（
広
島
市
東
区
）
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ

せ
が
具
体
的
に
何
を
指
す
か
、
そ
の
実
態
は
不
明
で
あ
る
が
、
委
細
は
法
泉
寺
に

申
し
て
い
る
と
あ
る
の
で
、
法
泉
寺
は
主
に
3
4
の
任
務
を
お
び
、
ほ
か
に
も
い

ろ
い
ろ
心
得
て
安
芸
国
へ
赴
い
た
と
い
え
る
。

　
通
常
の
大
内
氏
の
安
芸
国
支
配
は
弘
中
隆
兼
が
担
い
、
そ
の
中
心
に
あ
っ
て
展

開
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
職
掌
と
重
な
る
と
こ
ろ
は
あ
っ
て
も
、
常
な
ら
ぬ
重

大
事
（
儀
礼
を
含
む
）
に
つ
い
て
は
、
特
使
（
法
泉
寺
）
が
派
遣
さ
れ
特
命
を
果

し
た
。

　
ま
た
一
つ
地
域
情
勢
を
示
し
た
い
。

　
10
は
、
九
月
二
十
七
日
の
大
内
義
隆
書
状
写
で
あ
る
。
本
文
を
あ
げ
る
。

　
　
今
度
又

（
小
早
川
詮
平
）

靏
家
中
雑
説
無
心
許
候
之
処
、
早
速
無
事
之
儀
、
併
景
通
調
法
之
所

致
候
、
可
然
候
、
仍
太
刀
一
腰

恒
光

遣
之
候
、
恐
々
謹
言
、

　
こ
れ
は
筑
前
国
の
国
学
者
青
柳
種
信
が
蒐
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
花
押
影
の
形

状
は
模
写
で
あ
る
が
（
図
版
3
〈
福
岡
市
立
歴
史
資
料
館
蔵
〉）、
享
禄
二
年
に
比

定
で
き
る
。

　
内
容
は
、
沼
田
小
早
川
氏
家
中
に

お
い
て
「
雑
説
」
が
あ
っ
た
こ
と
、

大
内
義
隆
と
し
て
は
心
許
な
く
思
っ

て
い
た
が
早
速
無
事
で
あ
っ
た
こ

と
、
そ
れ
は
景
通
の
調
法
に
よ
る
も

図版 3 
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の
で
褒
美
と
し
て
太
刀
を
遣
す
と
述
べ
て
い
る
。

　
沼
田
小
早
川
氏
は
庶
子
家
が
多
く
、
そ
の
領
域
は
備
後
国
中
部
・
南
部
・
島
嶼

部
と
広
域
に
及
ん
で
お
り
、
こ
の
「
雑
説
」
が
ど
こ
で
ど
う
い
う
事
態
を
ま
ね
い

て
い
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
大
内
氏
に
と
っ
て
懸
念
さ
れ
る
事
態
で
あ
っ
た
こ
と

が
う
か
が
わ
れ
る

）
13
（

。

　
以
上
、
い
ろ
い
ろ
と
解
析
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
述
べ
て
き
た
。
大
内
義
興
の
重
病
・

死
没
を
契
機
と
し
て
尼
子
経
久
が
攻
勢
に
転
じ
て
起
こ
っ
た
事
態
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
調
略
や
城
攻
め
が
備
芸
両
国
内
に
広
く
、
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
石
見
国
内

に
も
行
わ
れ
た
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
即
座
に
押
え
込
む
こ
と
が
で
き

た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
衆
家
中
や
国
内
に
動
揺
が
広
が
っ
た
こ
と
は
十

分
に
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
諸
事
例
を
合
せ
て
い
え
る
こ
と
は
、
高
橋
氏
、
松
尾
城
攻
め
を
限
ら

れ
た
局
地
的
な
戦
い
と
し
て
で
は
な
く
、
備
芸
石
三
国
に
広
く
及
ぶ
動
乱
中
の
戦

い
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
て
考
え
る
こ
と
の
重
要
性
で
あ
る
。

　
さ
て
、
話
題
を
領
主
権
を
否
定
さ
れ
た
高
橋
氏
に
戻
そ
う
。

　
表
の
5
、
8
9
は
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
5
は
、
豊
前
国
内
の
高
橋
興

光
の
先
知
行
を
石
見
国
衆
で
海
洋
領
主
的
性
格
を
も
も
つ
周
布
武
兼
に
速
や
か
に

打
渡
す
よ
う
豊
前
国
守
護
代
の
杉
重
信
に
命
じ
た
も
の
。
8
9
は
、
周
防
国
内
の

高
橋
大
蔵
少
輔
の
先
知
行
、
豊
前
国
内
の
高
橋
弘
厚
の
先
知
行
を
広
島
湾
頭
を
本

拠
と
す
る
警
固
衆
の
白
井
光
胤
に
給
与
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
周
防
国
内
に
つ

い
て
守
護
代
陶
興
房
が
野
上
房
忠
に
遵
行
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
「
先
知
行
」、
す
な
わ
ち
闕
所
地
は
、
通
常
は
明
所
で
あ
る
こ
と
を

確
認
し
て
給
与
申
請
を
行
い
、
政
権
は
当
該
在
所
に
給
人
が
存
在
せ
ず
ま
た
差
合

が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
こ
の
場
合
の
よ
う
に
大
内
義
隆
袖
判
下
文
な

ど
の
判
物
発
給
の
手
順
を
施
行
す
る
。

　
こ
う
し
た
行
為
は
、
も
ち
ろ
ん
大
内
氏
が
高
橋
氏
の
領
主
と
し
て
の
存
在
を
否

定
し
た
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
そ
の
判
断
基
準
に
す
れ
ば
、
こ

の
こ
と
は
高
橋
氏
滅
亡
を
証
す
る
根
拠
と
も
で
き
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
大
内
氏
が
高
橋
氏
の
領
主
と
し
て
の
存
在
を
否
定
し
、
松
尾

城
を
攻
略
し
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
南
北
朝
時
代
以
来
一
五
〇
年
を
超
え
る
高
橋

氏
の
在
地
領
主
制
の
も
と
に
あ
っ
た
領
内
の
一
族
や
譜
代
家
臣
、
郷
村
の
地
侍
衆

中
ら
が
す
ぐ
さ
ま
転
向
し
、
新
し
い
領
主
・
給
人
に
服
属
す
る
か
と
い
う
と
、
そ

う
は
い
か
な
い
。

　
7
は
、
享
禄
二
年
八
月
十
六
日
の
毛
利
元
就
感
状
写
で
あ
る
。
粟
屋
元
国
が
八

月
十
六
日
に
壬
生
の
合
戦
で
働
い
た
こ
と
を
褒
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
旧
高
橋
氏
領
に
お
い
て
は
、
こ
の
壬
生
の
ほ
か
に
も
、
翌
三
年
七
月
二
十
四
日

に
は
「
山
県
表
」
で
合
戦
が
行
わ
れ
（
14
15
）、
の
ち
の
天
文
五
、
六
年
に
は
「
生

田
之
城
」「
生
田
要
害
」
の
攻
城
戦
が
確
か
め
ら
れ
る

）
14
（

。

　
安
芸
国
側
で
は
、
北
氏
は
元
就
の
弟
就
勝
が
還
俗
し
て
襲
家
し
た

）
15
（

が
、
他
の
高

橋
氏
一
族
や
譜
代
家
臣
の
横
田
氏
、
山
形
氏
、
生
田
氏
（
の
ち
一
部
が
毛
利
氏
家

臣
と
し
て
取
立
ら
れ
る
）、
新
見
氏
、
重
延
氏
ら
は
滅
亡
し
た
と
考
え
ら
れ
、
以

後
全
く
史
料
上
に
は
現
れ
な
い
。
郷
村
の
情
勢
は
不
安
定
で
い
わ
ゆ
る
地
下
人
一

揆
が
続
発
し
、
緊
迫
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　
こ
れ
で
表
に
示
し
た
1
～
10
の
関
係
史
料
の
解
析
結
果
は
お
お
よ
そ
明
ら
か
に

し
た
。

　
松
尾
城
攻
め
は
享
禄
二
年
の
広
域
的
な
政
治
・
軍
事
動
向
の
な
か
に
と
く
に
不

都
合
な
く
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
前
後
を
合
せ
た
動
き
は
、
一
連
の
流
れ
と
し
て

把
握
で
き
る

）
16
（

。

二
　
享
禄
三
年
五
月
説
と
そ
の
問
題
点

　
享
禄
三
年
五
月
説
は
、
秋
山
伸
隆
氏
が
「
享
禄
二
年
（
一
五
二
九
）
と
さ
れ
る

高
橋
氏
の
滅
亡
の
時
期
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
」
と
し
て
松
尾
城
攻
め
の
時
期
に

焦
点
を
絞
っ
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
そ
の
主
張
の
手
順
を
追
い
、
そ
の
問
題
点
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
と

と
も
に
、
そ
れ
ら
の
問
題
点
は
何
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
解
決
で
き
る
か
、
そ
の
解

答
も
用
意
し
た
い
。

　
秋
山
氏
は
、
江
戸
時
代
中
期
の
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
五
月
に
萩
藩
に
お
い
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て
一
応
の
完
成
を
み
た
『
新
裁
軍
記

）
17
（

』
が
、
享
禄
二
年
説
の
根
拠
と
し
て
あ
げ
て

い
る
2
と
5
を
採
用
せ
ず
（
理
由
は
後
述
）、
も
は
や
享
禄
二
年
説
が
拠
る
べ
き

史
料
は
な
い
と
の
判
断
の
う
え
に
、
11
の
一
部
分
を
取
上
げ
て
同
三
年
五
月
説
を

主
張
す
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
一
章
に
お
い
て
解
析
し
て
き
た
1
～
10
の
関
係
史
料
に
つ
い
て

は
全
く
触
れ
る
こ
と
は
な
い
。
さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
と
り
わ
け
1
3
4
は
高

橋
氏
の
松
尾
城
攻
め
の
前
提
や
様
相
、
そ
の
意
義
を
解
明
す
る
に
あ
た
っ
て
重
要

と
考
え
ら
れ
る
が
、
全
く
取
上
げ
な
い
。

　
そ
れ
で
は
、
2
と
5
を
根
拠
と
し
て
採
用
し
な
い
理
由
は
何
で
あ
る
と
し
て
い

る
か
、
引
用
す
る
。

　
2
に
つ
い
て
は
、『
新
裁
軍
記
』
に
先
立
つ
『
閥
閲
録
』
の
編
纂
に
際
し
て
、

こ
の
粟
屋
孫
次
郎
家
が
藩
府
へ
差
出
し
、
収
載
さ
れ
た
文
書
の
ほ
と
ん
ど
が
写
で

あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、「
享
禄
二
年
五
月
に
松
尾
城
で
合
戦
が
あ
っ
た
こ
と
を
示

す
感
状
は
こ
の
写
一
通
の
み
」「
総
合
的
に
見
て
（
中
略
）
偽
文
書
と
断
定
は
で

き
な
い
も
の
の
、
相
当
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
」
と
、
疑
義
を
示
す
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
毛
利
元
就
感
状
写
は
松
尾
城
攻
め
の
証
と
し
な
い
。

　
5
に
つ
い
て
は
、「
敵
対
し
た
者
の
所
領
を
没
収
し
、
味
方
し
た
者
に
与
え
る

こ
と
、
あ
る
い
は
与
え
る
と
約
束
す
る
こ
と
は
よ
く
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
時
点
で

敵
対
者
を
討
滅
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
」
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、「
先
知
行
」

は
享
禄
二
年
の
こ
れ
以
前
に
高
橋
氏
が
滅
亡
し
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
と
述
べ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
秋
山
氏
は
、
2
の
毛
利
元
就
感
状
写
も
、
5
の
大
内
氏
奉
行
人
連

署
奉
書
も
、
享
禄
二
年
五
月
の
松
尾
城
攻
め
、
す
な
わ
ち
高
橋
氏
の
滅
亡
を
証
す

る
根
拠
と
し
て
は
採
用
し
な
い
。
い
ず
れ
も
松
尾
城
攻
め
は
享
禄
三
年
五
月
の
こ

と
で
あ
る
と
主
張
す
る
布
石
で
あ
る
。

　
た
だ
、
ど
ち
ら
も
理
由
と
し
て
は
き
わ
め
て
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
こ
う
し
た
否

定
の
仕
方
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
秋
山
氏
は
、「
高
橋
氏
の
滅
亡
の
時
期
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
」
と
し
て
松
尾

城
攻
め
の
時
期
を
そ
れ
に
あ
て
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
根
拠
と
し
て
享
禄
三

年
五
月
二
十
八
日
の
陶
興
房
書
状
中
の
一
部
分
を
あ
げ
て
い
る
。
高
橋
氏
の
滅
亡

を
何
時
に
求
め
る
か
、
そ
の
判
断
基
準
は
明
確
で
あ
る

）
18
（

。

　
私
も
そ
の
基
準
は
共
通
し
て
お
り
、
既
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
高
橋
氏
が
大

内
氏
に
よ
っ
て
大
内
氏
方
の
国
衆
連
合
の
盟
主
の
地
位
を
没
収
さ
れ
、
そ
の
領
主

と
し
て
の
領
域
支
配
権
を
否
定
さ
れ
た
時
（「
先
知
行
」
と
し
て
他
へ
給
与
）、
す

な
わ
ち
享
禄
二
年
五
月
の
松
尾
城
攻
め
は
そ
の
象
徴
的
事
件
で
あ
る
、
と
し
た
。

　
享
禄
二
年
五
月
の
松
尾
城
攻
め
に
は
根
拠
が
な
い
と
す
る
秋
山
説
に
は
こ
れ
以

上
踏
み
込
ま
な
い
が
、
松
尾
城
攻
め
が
重
大
な
判
断
基
準
と
な
る
と
す
る
な
ら
ば

的
確
な
論
証
が
必
要
で
あ
る
。

　
さ
て
、
そ
れ
で
は
11
で
陶
興
房
は
何
を
述
べ
て
い
る
の
か
、
全
体
は
長
文
で
あ

る
が
、
認
め
た
興
房
の
心
の
内
に
分
け
入
っ
て
そ
の
雰
囲
気
を
も
慮
り
な
が
ら
、

そ
の
ね
ら
い
を
明
確
に
し
た
い
。

　
秋
山
氏
が
根
拠
と
し
て
主
張
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
第
三
条
で
あ
る
。

　
　
一
吉
田
よ
り
可
有
御
勤
様
に
候
歟
、
時
宜
共
御
ゆ
か
し
く
て
候
、
完

（
宍
戸
元
源
）

■
左
者

下
庄
手
ニ
被
入
候
哉
、
松
尾
辺
の
為
躰
如
何
候
哉
、
旁
以
承
度
候
、

　
こ
の
部
分
は
、
思
案
に
思
案
を
重
ね
て
も
、
き
わ
め
て
あ
い
ま
い
な
文
言
で
あ

る
た
め
そ
の
実
態
と
し
て
何
が
想
定
で
き
る
か
説
明
が
む
ず
か
し
い
と
こ
ろ
が
あ

り
、
こ
れ
ま
で
言
及
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
享
禄
三
年
説
が
あ
ら
わ
に
な
っ
た
い
ま
、
一
章
に
お
い
て
述

べ
た
一
連
の
流
れ
の
な
か
に
こ
の
部
分
を
ど
う
位
置
づ
け
て
歴
史
像
を
描
い
て
い

た
か
、
こ
の
機
会
に
私
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
秋
山
氏
は
、
こ
の
第
三
条
を
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。

　
　
　
興
房
は
広
良
に
対
し
て
、①
「
吉
田
」
＝
毛
利
氏
の
（
高
橋
領
に
対
す
る
）

攻
撃
の
状
況
は
ど
う
か
（「
御
勤
」
は
「
御
動
」
の
誤
写
で
あ
ろ
う
）、
②
宍

戸
元
源
（「
宍
左
」
を
宍
戸
隆
家
と
す
る
傍
注
は
誤
り
）
が
（
吉
茂
）「
下
庄
」

を
占
領
し
た
か
ど
う
か
、
③
「
松
尾
辺
」
の
戦
況
は
ど
う
か
、
の
三
点
に
つ

い
て
尋
ね
て
い
る
。
つ
ま
り
、
享
禄
三
年
五
月
二
十
八
日
の
時
点
で
は
、
高
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橋
氏
の
松
尾
城
は
ま
だ
陥
落
し
て
い
な
か
っ
た
（
少
な
く
と
も
陶
興
房
は
知

ら
な
か
っ
た
）
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
解
釈
で
ま
ず
疑
問
に
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
一
つ
は
、
こ
の
解
釈
で
は
①
と

③
が
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
し
て
い
る
こ
と
、
二
つ
は
、「
松
尾
辺
」

が
松
尾
城
と
読
み
替
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
の
二
点
で
あ
る
。

　
追
々
検
討
し
て
い
く
が
、
①
は
「
吉
田
よ
り
可
有
御
勤
様
に
候
歟
、
時
宜
共
御

ゆ
か
し
く
て
候
」
と
、
毛
利
氏
は
軍
事
出
動
あ
る
べ
き
様
子
だ
ろ
う
か
と
問
い
合

わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。「
御
勤
」
は
「
御
動
」
の
誤
写
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
興

房
書
状
は
、
原
文
書
は
遺
存
し
な
い
。
ま
た
、『
閥
閲
録
』（
山
口
県
文
書
館
蔵
）

の
差
出
原
本
も
存
在
し
な
い
が
、
同
浄
書
本
に
拠
れ
ば
そ
の
筆
順
は
間
違
い
な
く

「
勤
」
と
読
め
る
。

　
ま
た
、
③
は
②
と
合
せ
て
「
旁
以
承
度
候
」
と
あ
る
か
ら
、
①
②
③
は
秋
山
氏

の
解
釈
の
よ
う
に
並
列
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
よ
り
も
、
①
の
問
い
合

わ
せ
が
主
旨
で
あ
っ
て
、
②
③
は
①
の
た
め
の
条
件
が
と
と
の
っ
て
い
る
か
ど
う

か
と
い
う
思
い
か
ら
、
興
房
が
気
懸
り
な
関
係
す
る
事
柄
と
し
て
具
体
的
に
知
り

た
い
と
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
で
き
る
。

　
こ
れ
に
関
係
す
る
が
、
陶
興
房
は
志
道
広
良
に
宛
て
な
ぜ
「
下
庄
」
や
「
松
尾 

辺
」（
秋
山
氏
が
い
う
「
松
尾
城
」
攻
め
）
の
状
況
を
知
ろ
う
と
し
た
か
、
が
重

要
で
あ
る
。

　
既
述
し
た
よ
う
に
、
大
内
氏
中
枢
は
安
芸
国
内
の
動
き
に
つ
い
て
は
領
国
支
配

の
中
核
で
あ
る
東
西
条
代
官
弘
中
隆
兼
を
通
し
て
緊
密
に
連
絡
を
と
っ
て
い
た
。

こ
の
松
尾
城
攻
め
に
弘
中
隆
兼
は
出
陣
し
て
お
り
、
大
内
氏
中
枢
へ
の
公
式
な

ル
ー
ト
で
の
そ
の
報
告
は
隆
兼
を
通
し
て
順
次
注
進
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
大
内
義
隆
の
輔
弼
者
で
あ
っ
た
陶
興
房
は
、
安
芸
国
内
の
情
勢
に
つ
い
て
は

当
然
の
こ
と
な
が
ら
十
分
に
承
知
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
秋
山
氏
は
「
広

良
と
興
房
が
深
い
信
頼
関
係
で
結
ば
れ
て
い
た
」
か
ら
尋
ね
た
と
さ
れ
る
よ
う
で

あ
る
が
、
大
名
権
力
の
政
治
・
軍
事
編
成
上
に
お
け
る
情
報
伝
達
の
公
式
ル
ー
ト

と
そ
う
で
な
い
あ
り
方
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の 

「
松
尾
辺
」
を
「
松
尾
城
」
攻
め
と
読
み
替
え
て
解
釈
す
る
の
は
当
た
ら
な
い
と

思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
陶
興
房
の
ね
ら
い
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
た

方
が
当
た
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
長
文
の
内
容
全
体
を
具
体
的
に
た
ど
り
、
陶
興
房
が
何
を
思
慮
し
て
い

た
か
、
整
合
性
あ
る
歴
史
像
を
描
き
出
し
て
み
た
い
。

　
さ
て
、
ま
ず
本
文
の
書
き
出
し
は
「
遙
久
無
音
申
候
」
と
、
戦
時
下
と
は
い
さ
ゝ

か
異
っ
て
緊
迫
感
を
欠
く
の
ん
び
り
と
し
た
雰
囲
気
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
し
て
つ

づ
い
て
そ
の
理
由
と
し
て
「
御
床
し
さ
ハ
不
断
之
儀
に
候
へ
共
、
態
申
程
の
子
細

者
候
ハ
て
打
過
候
」
と
述
べ
、
と
く
に
連
絡
を
と
る
ほ
ど
の
事
情
が
な
か
っ
た
か

ら
と
す
る
。

　
そ
れ
で
は
こ
の
書
状
を
認
め
た
の
は
、「
態
申
程
の
子
細
」
が
生
じ
た
か
ら
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
何
か
、
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
書
状
が
認
め
ら
れ
た
ね
ら
い
が
特
定
で
き
る
。

　
し
ば
ら
く
「
松
尾
辺
」
で
は
な
い
話
題
が
続
く
。
第
一
条
は
、
大
内
義
隆
が
毛

利
元
就
に
鷹
を
贈
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、
元
就
が
連
々
望
ん
で
い
る
こ
と
を
興
房

が
言
上
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
あ
る
。

　
第
二
条
に
お
い
て
は
、「
其
以
後
、
雲
州
辺
趣
い
か
ゝ
候
哉
」
と
述
べ
、
尼
子

経
久
と
塩
冶
興
久
父
子
の
抗
争
に
つ
い
て
、
興
房
と
し
て
は
「
両
方
共
ニ
は

（
果
）

て
候

へ
ハ
無
上
に
て
候
」
と
自
ら
の
判
断
を
密
か
に
伝
え
る
。

　
右
述
し
た
4
の
「
温
科
辺
」
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
「
雲
州
辺
」、
あ
と

の
第
六
条
の
前
半
に
記
さ
れ
て
い
る
「
佐
東
辺
之
趣
共
、
又
如
何
候
哉
」
の
よ
う 

に
、「
松
尾
辺
」
だ
け
で
な
く
「
○
○
辺
」
と
い
う
用
語
法
は
、
興
房
書
状
に
は

し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
、
い
わ
ば
興
房
が
好
ん
で
用
い
る
文
体
の
よ
う
で
あ
る

）
19
（

。

　
さ
て
、
そ
れ
で
は
第
三
条
に
立
入
っ
て
、
陶
興
房
は
何
が
気
懸
り
だ
っ
た
の
か
、

注
意
深
く
究
明
し
て
み
た
い
。

　
「
松
尾
辺
の
為
躰
如
何
候
哉
」
と
い
う
の
は
、
ご
く
一
般
的
な
言
及
で
あ
っ
て
、

具
体
的
に
松
尾
城
攻
め
の
「
戦
況
」
は
ど
う
か
と
問
う
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
松

尾
辺
」
で
い
ま
何
か
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
問
う
て
い
る
の
で
も
な
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い
し
、
そ
こ
で
は
何
も
起
こ
っ
て
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
ま
こ
と
に
あ
い
ま
い
な

文
言
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
宍
戸
氏
が
吉
茂
下
庄
（
宍
戸
氏
の
甲
立
に
あ
る
五
龍
城
か
ら
本
村
川
を

遡
っ
た
地
域
で
距
離
的
に
近
い
）
を
手
に
入
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
、
逆
に
手
に
入
れ
ら
れ
な
い
場
合
を
想
定
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
う
し

た
事
態
は
何
故
生
じ
る
か
と
い
う
問
題
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
影
響
が
「
松
尾
辺
」

に
及
ぶ
と
困
っ
た
事
態
に
な
る
と
、
そ
の
懸
念
を
述
べ
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ

な
い
。
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
吉
茂
下
庄
と
「
松
尾
辺
」
の
こ
と
を
連
動
す
る
も
の
と

し
て
合
せ
て
承
り
た
い
と
、
知
り
た
い
理
由
を
述
べ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ま
で
私
見
を
述
べ
る
の
は
ひ
か
え
て
き
た
が
、
第
三
条
か
ら
何
か
読
み
取

る
と
す
れ
ば
、
興
房
は
こ
の
辺
の
郷
村
の
動
き
を
懸
念
し
、
吉
茂
下
庄
や
上
庄
の

松
尾
辺
が
平
穏
か
平
穏
で
な
い
か
に
つ
い
て
情
報
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
得
よ
う
と
し

た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　
郷
村
の
雰
囲
気
と
か
日
常
生
活
上
の
動
き
と
い
う
事
柄
に
な
れ
ば
、
弘
中
隆
兼

よ
り
も
現
地
に
隣
接
す
る
吉
田
の
志
道
広
良
に
問
う
方
が
よ
り
適
切
で
あ
る
。

　
右
述
の
解
釈
に
よ
っ
て
私
見
と
し
て
は
、「
吉
田
よ
り
可
有
御
勤
様
に
候
歟
」

が
主
旨
で
あ
っ
て
、
宍
戸
氏
が
吉
茂
下
庄
を
手
に
入
れ
た
か
ど
う
か
と
か
、
松
尾

辺
の
様
相
は
ど
う
か
を
承
り
た
い
と
し
て
い
る
の
は
、
毛
利
氏
が
「
御
勤
」、
す

な
わ
ち
大
内
氏
の
軍
勢
催
促
に
応
じ
て
出
陣
す
る
に
あ
た
っ
て
障
害
に
な
る
動
き

が
旧
高
橋
氏
領
の
郷
村
に
あ
る
か
な
い
か
、
陶
興
房
と
し
て
は
か
ね
て
か
ら
懸
念

し
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
た
い
気
持
か
ら
表
現
し
た
も
の
と
考
え
て
い
た
。

　
郷
村
の
動
き
を
気
に
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
そ
れ
は
旧
高
橋
氏
領
内
に

お
い
て
地
下
人
一
揆
が
起
こ
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
7
な

ど
で
確
か
め
ら
れ
た
。

　
宍
戸
氏
が
吉
茂
下
庄
を
手
に
入
れ
ら
れ
な
い
事
情
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

郷
村
の
平
穏
で
な
い
情
勢
に
求
め
ら
れ
、
そ
れ
が
上
庄
の
松
尾
辺
の
郷
村
に
伝
播

し
、
大
規
模
な
地
下
人
一
揆
に
発
展
す
る
な
ら
ば
、
毛
利
氏
が
大
内
氏
の
軍
勢
催

促
に
応
じ
て
他
国
へ
軍
事
出
動
す
る
ど
こ
ろ
で
は
な
い
非
常
事
態
と
な
る
お
そ
れ

が
あ
っ
た
。

　
「
吉
田
よ
り
可
有
御
勤
様
に
候
歟
」
と
い
う
問
い
合
せ
に
付
け
足
し
て
、
吉
茂

下
庄
と
松
尾
辺
の
様
相
も
承
り
た
い
と
し
た
の
は
、
毛
利
氏
が
催
促
に
応
じ
ず
な

か
な
か
「
御
勤
」、
す
な
わ
ち
軍
事
出
動
し
な
い
た
め
、
そ
の
理
由
が
何
か
疑
念

を
抱
い
た
興
房
が
、
松
尾
城
攻
略
後
の
旧
高
橋
氏
領
の
安
芸
国
側
の
郷
村
が
平
穏

で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
、
享
禄
三
年
五
月
説
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
第
三
条
に
つ
い
て
、
秋
山
氏

と
は
別
の
解
釈
を
示
し
て
み
た
。

　
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
一
章
で
述
べ
た
享
禄
二
年
の
一
連
の
流
れ
の
延
長
線
上
に
整

合
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
一
五
〇
年
を
超
え
る
長
期
に
わ
た
っ
て
高
橋
氏
の
在
地
領
主
制
下
に
お
か
れ
て

い
た
郷
村
が
、
侵
攻
し
た
新
た
な
権
力
に
服
属
す
る
よ
う
に
な
る
ま
で
相
当
の
時

日
を
要
し
た
と
考
え
る
の
は
普
通
で
あ
る
。

　
毛
利
氏
が
国
衆
連
合
の
盟
主
の
地
位
に
就
い
て
約
一
年
、
安
芸
国
側
の
高
橋
氏

本
拠
の
松
尾
城
を
攻
略
し
て
同
じ
く
約
一
年
、
こ
の
一
年
は
、
新
し
く
領
主
と
し

て
臨
も
う
と
す
る
大
内
氏
や
毛
利
氏
・
宍
戸
氏
ら
国
衆
に
と
っ
て
は
、
郷
村
の
要

所
要
所
に
調
略
の
手
を
伸
ば
し
、
既
得
権
益
を
保
障
し
た
う
え
に
年
貢
や
諸
役
等

の
減
免
な
ど
の
方
法
も
駆
使
し
、
そ
れ
ら
が
効
果
を
発
揮
す
る
よ
う
つ
と
め
、
郷

村
の
動
向
を
見
極
め
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
う
し
て
富
を
郷
村
に
よ
り
多
く
留
保
す
る
対
策
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の

秩
序
を
平
穏
に
保
た
な
い
と
、
動
乱
の
な
か
に
あ
っ
て
こ
の
地
域
へ
の
尼
子
氏
方

の
攻
勢
を
防
ぐ
こ
と
は
む
ず
か
し
い
し
、
ま
し
て
や
毛
利
氏
と
し
て
本
拠
を
離
れ

て
の
軍
事
出
動
に
は
た
め
ら
い
を
覚
え
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
、
郷
村
が
平
穏
で
あ
っ
た
な
ら
ば
毛
利
氏
は
ど
こ
へ
軍
事
出
動
す
る

こ
と
に
な
る
の
か
、
肝
腎
な
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
全
く
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
最
後
の
第
六
条

の
後
半
に
記
さ
れ
て
い
る
次
の
部
分
で
あ
る
。

　
　
至
石
州
表
可
相
勤
由
候
、
諸
勢
到
着
を
相
待
計
候
、

園
会
過
候
ハ
ヽ
、
各

可
馳
来
候
、
其
以
前
此
者
可
下
着
候
由
、
申
旨
候
、
近
日
の
御
床
し
さ
を
申
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計
候
、
万
々
御
報
待
入
申
候
、
恐
々
謹
言
、

　

園
会
（

園
社
の
大
祭
）
は
旧
暦
の
六
月
七
日
か
ら
十
四
日
で
あ
っ
た
。
陶

興
房
が
こ
の
書
状
を
認
め
て
か
ら
、
遅
く
と
も
二
週
間
ほ
ど
で
毛
利
氏
は
石
見
表

へ
軍
事
出
動
を
命
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
大
内
義
隆
の
命
令
で
あ
っ
た
。

　
興
房
は
「
此
者
」（
使
者
）
が
出
向
い
て
説
明
す
る
が
、
返
答
を
待
っ
て
い
る

と
述
べ
て
い
る
。

　
た
だ
、
12
に
よ
る
と
、
六
月
三
日
に
興
房
は
広
良
に
宛
て
、「
追
而
申
候
、
此

者
去
月
廿
八
日
上
候
処
、
大
雨
故
洪
水
中
々
照
日
を
絶
候
間
、
至
今
日
候
、
一
通

の
日
付
相
違
候
程
に
そ
と
申
候
」
と
認
め
、
使
者
が
渡
河
で
き
な
い
悪
天
候
の
た

め
出
立
が
遅
れ
た
と
し
、
書
状
の
日
付
と
隔
て
が
あ
る
こ
と
に
気
遣
い
を
示
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
た
び
の
馳
参
の
日
程
に
つ
い
て
そ
れ
だ
け
厳
密
に
取

り
扱
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
第
三
条
の
主
旨
と
し
た
「
吉
田
よ
り
可
有
御
勤
様
に
候
歟
」
と
の
問
い
合
せ
は
、

こ
の
石
見
表
へ
の
出
陣
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
は
、
大
内
義
隆
が
国
衆
連
合
の
新
し
い
盟
主
・
毛
利
元
就
を
他
国
へ
軍
事

出
動
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
輔
弼
者
で
あ
る
陶
興
房
が
十
分
な
気
配
り
を
示
し
な

が
ら
も
そ
の
遅
延
に
対
し
て
期
限
付
き
で
催
促
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
場
合
に
は
、
盟
主
が
出
陣
す
る
こ
と
は
欠
か
せ
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
長
文
の
書
状
は
、
陶
興
房
が
然
し
た
る
用
も
な
く
、
唯
々

遙
久
の
親
好
を
温
め
る
こ
と
を
ね
ら
っ
て
認
め
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
の

ね
ら
い
は
最
後
の
第
六
条
の
後
半
に
明
記
さ
れ
て
お
り
、「
万
々
御
報
待
入
申
候
」

と
締
め
括
ら
れ
た
。

　
大
内
義
隆
・
陶
興
房
と
し
て
は
、
も
は
や
毛
利
氏
の
石
見
表
へ
の
出
陣
が
有

る
よ
う
な
無
い
よ
う
な
あ
い
ま
い
な
状
態
の
ま
ま
推
移
す
る
こ
と
は
断
ち
た
か
っ

た
。
そ
れ
だ
け
石
見
国
内
の
政
治
・
軍
事
情
勢
が
緊
迫
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
石
見
国
内
の
動
向
に
つ
い
て
そ
の
徴
証
を
い
く
つ
か
示
し
た
い
。

　
『
山
口
県
史

　
通
史
編

　
中
世

』
五
〇
七
頁
に
は
、「
石
見
国
で
は
、
大
内
氏
は
享
禄

年
間
（
一
五
二
八
～
三
二
）
に
問
田
隆
盛
や
内
藤
興
盛
を
現
地
に
派
遣
し
」
と
記

述
さ
れ
、
石
見
国
守
護
代
問
田
隆
盛
と
長
門
国
守
護
代
内
藤
興
盛
ら
重
臣
の
派
遣

が
確
認
さ
れ
る

）
20
（

。

　
そ
の
戦
局
の
具
体
例
を
あ
げ
る

）
21
（

。

　
　
今
度
太

（

邇

摩

郡

）

田
高
城
落
居
之
時
致
合
戦
、
長
田
若
狭
守
打
取
候
、
高
名
之
至
候
、

仍
官
途
申
付
候
、
為
後
日
以
一
行
申
候
、
謹
言
、

　
　
　
　
■享

禄
四
年四

月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

（
小
笠
原
）

長
徳
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

（
同
）

長
隆
（
花
押
）

　
　
　
　
　
井
原
十
郎
右
衛
門
と
の
へ

　
関
係
す
る
史
料
を
欠
く
た
め
、
そ
の
状
況
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
太
田
高
城

は
尼
子
氏
方
の
攻
撃
に
よ
っ
て
落
城
し
た
と
思
わ
れ
る
。
小
笠
原
長
徳
・
長
隆
父

子
が
こ
の
戦
い
に
尼
子
氏
・
大
内
氏
の
ど
ち
ら
方
に
属
し
て
参
陣
し
て
い
た
か
は

判
然
と
し
な
い
が
、
太
田
高
城
は
、
石
見
国
へ
派
遣
さ
れ
た
問
田
隆
盛
・
内
藤
興

盛
の
動
き
と
関
係
し
、
大
内
氏
の
石
見
国
支
配
に
と
っ
て
重
要
な
拠
城
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

　
大
内
氏
が
毛
利
氏
に
命
じ
た
石
見
表
へ
の
軍
事
出
動
は
、
こ
の
よ
う
に
石
見
国

邇
摩
郡
辺
の
軍
事
情
勢
が
緊
迫
し
、
大
内
氏
に
と
っ
て
い
わ
ば
非
常
事
態
が
差
し

迫
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

）
22
（

。

　
以
上
解
析
し
て
き
た
よ
う
に
、
陶
興
房
書
状
は
、
長
文
で
は
あ
る
が
広
域
的
視

野
の
も
と
に
論
理
的
に
筋
立
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
明
確

で
あ
る
。

　
冒
頭
に
「
態
申
程
の
子
細
者
候
ハ
て
打
過
候
」
と
あ
っ
た
が
、「
態
申
程
の
子
細
」

が
生
じ
た
か
ら
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
「
子
細
」
が
何
で
あ
る
か
を
読
み

取
る
こ
と
が
肝
腎
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
は
、
大
内
義
隆
の
軍
事
出
動
命
令
に
毛
利
氏
が
応
じ
て
出
陣
す
る
様
子
だ

ろ
う
か
と
い
う
問
い
合
せ
で
あ
り
、
そ
の
石
見
表
へ

園
会
が
過
ぎ
た
ら
馳
参
す

べ
し
、
と
期
限
を
限
っ
て
の
催
促
と
そ
れ
へ
の
返
答
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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付
け
加
え
て
い
え
ば
、
秋
山
氏
は
第
三
条
の
解
釈
中
に
お
い
て
、「
松
尾
辺
」

を
松
尾
城
と
読
み
替
え
、
興
房
が
広
良
に
松
尾
城
攻
め
の
戦
況
は
ど
う
か
と
問
う

た
も
の
、
松
尾
城
は
ま
だ
陥
落
し
て
い
な
か
っ
た
と
ま
さ
に
合
戦
の
最
中
を
示
し

て
い
る
と
解
釈
を
述
べ
た
が
、
仮
に
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
松
尾
城
を
い
つ
攻
略

で
き
る
か
わ
か
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
遅
く
と
も
二
週
間
ほ
ど
で
石
見
国
へ

の
軍
事
出
動
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
日
程
的
に
考
え
て
も
ま

ず
無
理
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
で
は
軍
事
計
画
と
し
て
み
て
も
全
く
先
の
見
通
し
が

立
た
な
い
。

　
大
内
義
隆
が
毛
利
元
就
の
申
請
に
基
づ
い
て
、
吉
茂
上
庄
・
下
庄
の
支
配
権
を

認
め
た
の
は
享
禄
三
年
七
月
十
五
日
（
弘
中
隆
兼
が
取
次
。
13
）、
阿
須
那
（
高

橋
弘
厚
跡
）・
山
県
な
ど
を
与
え
た
の
は
同
年
十
二
月
十
一
日
で
あ
っ
た
（
16
）。

こ
れ
は
、
旧
高
橋
氏
領
の
郷
村
の
状
況
が
ほ
ぼ
落
ち
着
き
、
支
配
が
可
能
な
状
況

に
な
っ
て
か
ら
行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
高
橋
氏
討
滅
戦
は
、
大
内
氏
、
毛
利
氏
、
宍
戸
氏

ら
の
連
合
軍
が
そ
の
本
領
内
に
攻
め
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
双
方
が
関
係
な
い

場
所
で
会
戦
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
在
地
領
主
制
の
時
代
で
あ
る
か
ら
、
長
期
に

わ
た
っ
て
高
橋
氏
支
配
下
に
お
か
れ
て
い
た
領
域
に
お
い
て
、
城
攻
め
が
果
た
せ

た
か
ら
と
い
っ
て
、
高
橋
氏
の
軍
事
力
編
成
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
郷
村
の
地
侍

衆
中
ら
を
根
絶
や
し
に
で
き
る
わ
け
で
も
、
す
る
わ
け
で
も
な
い
。

　
郷
村
が
生
産
性
を
維
持
し
な
が
ら
、
新
し
い
支
配
者
に
服
属
し
て
い
く
に
は
、

事
態
を
見
極
め
る
た
め
の
時
間
を
必
要
と
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
勝
者
が
懐
柔
の
た
め
に
ど
う
調
略
を
展
開
し
、
そ
の
効
き
目
が
ど
う
で 

あ
っ
た
か
、
に
か
か
っ
て
い
た
。

　
お
わ
り
に

　
享
禄
三
年
五
月
の
松
尾
城
攻
め
説
を
主
張
す
る
秋
山
氏
は
、
自
説
を
次
の
よ
う

に
ま
と
め
て
い
る
。

　
　
仮
に
享
禄
二
年
五
月
に
松
尾
城
が
陥
落
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
毛
利
氏
の 

「
上
下
庄
」
領
有
を
認
め
る
義
隆
の
書
状
は
、
そ
れ
か
ら
一
年
以
上
遅
れ
て

発
給
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
陶
興
房
書
状
が
享
禄
三
年
五
月
二
十
八
日
の
も

の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
元
就
が
高
橋
伊
予
守
弘
厚
の
松
尾
城
を
攻
略
し
、「
上

下
庄
」
を
占
拠
し
た
の
は
、
享
禄
三
年
の
五
月
末
か
ら
六
月
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
そ
の
後
、元
就
が
「
上
下
庄
」「
進
退
」
の
希
望
を
大
内
氏
に
申
し
入 

れ
、
そ
れ
を
受
け
て
義
隆
が
七
月
十
五
日
に
了
承
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
こ
の
よ
う
に
、
高
橋
氏
の
滅
亡
を
享
禄
二
年
で
は
な
く
享
禄
三
年
と
考
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
享
禄
二
年
の
高
橋
氏
の
大
内
氏
に
対
す
る
敵
対
の
開
始

か
ら
、
享
禄
三
年
の
松
尾
城
の
攻
略
と
阿
須
那
藤
根
城
の
陥
落
を
経
て
、
大

内
義
隆
に
よ
る
高
橋
旧
領
に
対
す
る
元
就
の
支
配
権
の
承
認
、
享
禄
四
年
の

元
就
に
よ
る
高
橋
旧
領
の
戦
後
処
理
と
い
う
一
連
の
事
態
の
推
移
が
、
時
系

列
と
し
て
自
然
に
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
享
禄
三
年
説
は
、「
時
系
列
と
し
て
自
然
に
理
解
で
き
る
」
と
あ
る
が
、
毛
利

氏
家
中
の
錯
乱
や
高
橋
興
光
か
ら
毛
利
元
就
へ
の
盟
主
の
交
代
な
ど
の
前
提
を
白

紙
に
し
、
関
係
史
料
に
言
及
せ
ず
、
唯
一
わ
ず
か
数
行
の
あ
い
ま
い
な
内
容
の
史

料
を
も
っ
て
結
論
を
出
し
た
主
張
は
、
疑
問
点
が
多
く
、
か
つ
全
体
的
な
整
合
性

を
欠
い
て
い
る
。
松
尾
城
攻
め
の
直
接
的
契
機
に
言
及
し
な
い
「
時
系
列
」
で
は
、

従
来
か
ら
の
享
禄
二
年
説
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
何
よ
り
も
主
張
の
根

拠
と
し
た
11
の
陶
興
房
書
状
が
認
め
ら
れ
た
ね
ら
い
を
的
確
に
解
明
す
る
こ
と
が

欠
か
せ
な
い
。

　
一
方
、
従
来
か
ら
の
享
禄
二
年
説
は
、
あ
ら
た
め
て
十
数
点
の
関
係
史
料
の
解

析
に
よ
っ
て
そ
の
一
連
の
流
れ
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
、
前
中
後
と
い
う
か
、

始
中
終
と
い
う
か
、
全
体
の
「
時
系
列
」
を
示
し
、
そ
の
全
体
像
を
描
き
出
し
た
。

そ
し
て
ま
た
こ
の
二
年
説
は
、
11
の
陶
興
房
書
状
か
ら
読
み
取
れ
る
ね
ら
い
を
解

明
し
、
そ
れ
を
論
旨
に
明
確
に
組
み
込
ん
で
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
整
合

的
か
つ
総
合
的
で
あ
る
。
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つ
い
で
に
付
け
加
え
る
と
、
毛
利
元
就
は
事
に
あ
た
っ
て
は
事
態
を
慎
重
に
見

極
め
、
決
断
し
、
そ
し
て
積
極
果
敢
に
行
動
す
る
性
格
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

享
禄
二
年
四
月
に
家
中
の
「
錯
乱
」
に
及
ぶ
事
態
に
直
面
し
、
そ
れ
を
即
座
に
押

え
込
ん
だ
の
も
、
そ
の
背
後
に
高
橋
氏
・
尼
子
氏
を
見
す
え
た
か
ら
で
あ
る
。
仮

に
享
禄
三
年
説
と
な
れ
ば
、
毛
利
元
就
は
、
家
中
の
「
錯
乱
」
と
い
う
大
内
氏
や

安
芸
国
衆
を
震
撼
さ
せ
た
事
態
に
直
面
し
、
そ
の
危
機
的
な
根
源
の
動
き
を
翌
三

年
五
月
ま
で
一
年
有
余
も
放
置
し
た
こ
と
に
な
る
。
元
就
は
、
こ
う
し
た
非
常
事

態
を
放
置
し
た
り
、
傍
観
で
き
る
よ
う
な
人
物
で
は
な
か
っ
た
。

　
ま
た
、
大
内
氏
も
、
山
口
と
安
芸
国
の
連
絡
を
密
に
し
、
危
機
的
な
事
態
に
十

分
な
対
応
策
を
と
り
、
盟
主
の
地
位
に
毛
利
元
就
を
す
え
る
な
ど
し
て
戦
時
体
制

を
整
え
た
。
高
橋
氏
の
背
後
に
尼
子
氏
を
見
す
え
、
そ
の
攻
勢
が
備
芸
石
三
国
へ

広
が
る
動
き
の
な
か
で
、
一
年
有
余
も
放
置
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
家
中
の
「
錯
乱
」
は
、
そ
の
根
源
を
叩
き
潰
さ
な
け
れ
ば
毛
利
家
が
危
う
く
な

る
事
態
で
あ
っ
た
か
ら
、
元
就
は
即
座
に
動
き
、
大
内
氏
も
軍
勢
を
派
遣
し
、
国

衆
を
動
員
す
る
用
意
を
し
た
。
そ
し
て
安
芸
国
支
配
に
と
っ
て
は
東
西
条
代
官
と

と
も
に
両
翼
で
あ
る
国
衆
連
合
に
よ
る
支
援
を
強
化
す
る
必
要
か
ら
盟
主
に
元
就

を
す
え
た
。

　
そ
う
し
て
す
ぐ
さ
ま
高
橋
氏
の
松
尾
城
を
攻
め
た
。

　
享
禄
二
年
四
月
、
五
月
は
、
ま
さ
に
大
内
氏
、
大
内
氏
方
の
安
芸
国
衆
に
と
っ

て
は
非
常
事
態
で
あ
り
、
急
ぎ
そ
れ
へ
の
対
策
が
講
じ
ら
れ
た
と
い
う
の
が
真
相

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
に
関
連
し
て
も
う
一
点
付
け
加
え
た
い
。

　
広
域
的
な
視
点
か
ら
述
べ
る
と
、
大
内
氏
と
尼
子
氏
の
戦
い
の
な
か
で
高
橋
氏

の
松
尾
城
攻
め
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
わ
か
る
が
、
よ
り
狭
く
措
定
し
て

個
別
の
地
域
が
果
た
し
た
役
割
な
ど
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。

　
註
（
6
）
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
壬
生
・
有
田
（
旧
千
代
田
町
の
中
心
部
）

辺
は
、
毛
利
・
高
橋
・
武
田
三
氏
の
境
界
領
域
に
あ
た
っ
て
い
た
。

　
こ
う
し
た
検
証
に
は
こ
れ
ま
で
取
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
史
料
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
提
示
し
て
検
討
し
、
こ
の
時
期
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
　
福
光
之
事
、
為
給
所
遣
者
也
、
可
知
行
状
如
件
、

　
　
　
■享

禄
二四

月
廿
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
就
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「（

後
筆
）

隆
元
（
花
押
）」

　
　
　
　
　
児
玉
小

（
就
忠
）二

郎
と
の
へ

　
こ
の
文
書
は
、
宛
人
は
児
玉
就
忠
で
あ
る
。
元
就
に
近
仕
し
た
直
臣
と
し
て
桂

元
忠
と
と
も
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
差
出
人
の
隆
元
は
大
永
三
年
（
一

五
二
三
）
の
生
ま
れ
、
元
服
し
て
隆
元
と
名
乗
る
の
が
天
文
六
年
（
一
五
三
七
）

十
二
月
十
九
日
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
署
判
は
後
筆
で
あ
り
、
家
督
相
続
後
に
元
就

の
給
与
を
前
提
と
し
て
追
認
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

）
23
（

。

　
福
光
は
、
平
安
時
代
の
山
県
郡
司
の
後
裔
、
同
末
期
に
立
券
さ
れ
た
厳
島
社
領

壬
生
荘
公
文
・
下
司
で
あ
っ
た
凡
氏
の
仮
名
に
比
定
さ
れ
る
福
光
名
（
郡
内
に
分

布
す
る
が
、
壬
生
郷
に
は
四
〇
町
余
）
に
由
来
す
る
。
こ
の
地
に
は
山
県
郡
の
郡

家
（
衙
）
が
あ
っ
た
。
現
在
の
古
保
利
薬
師
堂
は
、
凡
氏
の
菩
提
寺
・
福
光
寺
の

跡
に
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
日
付
で
あ
る
。
享
禄
二
年
の
四
月
二
十
六
日
は
、

ま
さ
に
毛
利
氏
家
中
で
「
錯
乱
」
に
及
ば
ん
と
す
る
事
態
が
即
時
静
謐
に
帰
し
た

直
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　
高
橋
氏
一
族
に
は
山
形
氏
が
い
た
。
文
明
八
年
（
一
四
七
六
）
九
月
十
五
日
の

か
さ
連
判
状
に
署
判
し
た
「

山
形
河
内
□

光
朝
」
は
、
の
ち
の
享
禄
三
年
十
二
月
十
一

日
に
大
内
義
隆
が
毛
利
元
就
に
執
務
を
認
め
た
「
阿
須
那

高
橋
伊
與
守

跡
　
　
　
　

并
船
木
、
佐
々 

部
、
山
県
」（
16
）
の
う
ち
の
「
山
県
」
の
領
有
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

）
24
（

。

　
旧
美
土
里
町
に
は
横
田
・
北
・
生
田
ら
有
力
庶
子
家
が
分
出
さ
れ
て
い
た
が
、

さ
ら
に
郡
境
を
越
え
て
山
県
郡
の
壬
生
・
有
田
辺
を
も
山
形
氏
が
支
配
し
た
。

　
右
述
し
た
7
で
は
享
禄
二
年
八
月
十
六
日
に
壬
生
、
14
15
で
は
翌
三
年
七
月
二

十
四
日
に
山
県
表
で
合
戦
が
行
わ
れ
、
毛
利
元
就
感
状
が
発
給
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
確
か
め
た
が
、
こ
れ
ら
は
旧
高
橋
山
形
氏
領
内
に
お
け
る
地
侍
衆
中
ら
が
な
お

服
属
し
て
い
な
い
状
況
を
示
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
享
禄
三
年
十
一
月
二
十
八
日
に
毛
利
元
就
は
吉
川
千
法
士
（
興
経
）
に
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宛
て
「
北
方
百
五
拾
之
地
」
を
打
渡
し
て
い
る

）
25
（

。
こ
れ
は
壬
生
荘
北
方
の
略
称
で

あ
る
か
ら
、
吉
川
氏
が
高
橋
山
形
氏
の
討
滅
に
協
力
し
た
褒
賞
と
考
え
ら
れ
る
。

　
壬
生
・
有
田
辺
は
、
南
北
・
東
西
の
交
通
路
が
交
叉
す
る
要
衝
、
言
い
換
え
る

と
、
こ
の
地
は
戦
略
的
要
衝
な
の
で
あ
る
。
こ
の
地
を
押
え
れ
ば
、
こ
の
場
合
、

尼
子
氏
方
の
武
田
氏
が
高
橋
氏
を
救
援
す
る
た
め
に
鈴
張
か
ら
峠
を
越
え
て
本
地

に
寄
せ
、
高
橋
山
形
氏
と
合
流
す
る
の
を
遮
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
お
そ
ら
く
元
就
は
家
中
の
錯
乱
に
及
ば
ん
と
す
る
事
態
を
即
時
に
制
圧
し
た
直

後
、
高
橋
氏
攻
め
を
有
利
に
進
め
る
た
め
に
速
や
か
に
行
動
し
、
こ
の
地
に
進
駐

し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
没
収
し
た
高
橋
山
形
氏
領
の
福
光
を
近
仕
す
る
直
臣

の
児
玉
就
忠
に
与
え
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
元
就
の
目
配
り
が
き
い
た
深
い
思
慮
に
基
づ
く
迅
速
果
敢
な
行
動
は
、 

そ
の
性
格
か
ら
生
じ
る
特
徴
で
あ
る
が
、
そ
の
意
義
は
き
わ
め
て
大
き
い
。

　
壬
生
・
有
田
辺
と
い
う
限
ら
れ
た
地
域
の
な
か
で
取
り
結
ば
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な

関
係
性
や
そ
の
背
景
の
解
析
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
限
ら
れ
た
こ

の
地
域
の
歴
史
像
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
高
橋
氏
討
滅
に
関
わ
る
よ
り
広
域
的
か

つ
全
体
的
な
視
点
か
ら
の
有
り
様
も
、
そ
し
て
そ
れ
を
手
配
り
良
く
進
め
た
毛
利

元
就
の
人
物
像
の
一
端
を
も
明
ら
か
に
で
き
た
。

　
た
だ
、
こ
れ
で
こ
の
地
域
が
安
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
の
ち
の
天
文
五
、
六

年
に
生
田
城
を
め
ぐ
っ
て
な
お
合
戦
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
既
述
し
た
が
、
丁

度
同
じ
頃
ま
た
も
や
毛
利
氏
家
中
で
「
錯
乱
」
が
起
こ
ろ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
井

上
元
兼
の
誅
伐
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
っ
た

）
26
（

。

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
が
、
私
な
り
の
枠
組
の
な
か
で
の
関
係
史
料

の
解
析
に
基
づ
く
、
松
尾
城
攻
め
、
高
橋
氏
滅
亡
の
総
合
的
な
歴
史
像
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
毛
利
氏
は
旧
高
橋
氏
領
を
併
合
し
強
大
化
す
る
が
、
そ
の
後
の
歴
史

の
展
開
と
の
関
係
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
毛
利
元
就
が
こ
の
国
衆
連
合
の
盟

主
と
い
う
制
度
上
の
地
位
を
基
盤
に
し
て
国
衆
た
ち
の
統
合
者
へ
と
大
き
く
発
展

し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
尼
子
氏
は
そ
う
し
た
毛
利
氏
を
天
文
九
年
（
一
五
四
〇
）
に
郡
山
城
に
攻
め
る
。

こ
れ
は
郡
山
城
が
大
内
氏
方
国
衆
連
合
の
盟
主
の
拠
城
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

翌
年
正
月
に
な
っ
て
尼
子
氏
軍
は
大
内
氏
が
派
遣
し
て
い
た
軍
勢
と
交
戦
し
た
の

ち
、
出
雲
国
へ
撤
退
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
安
芸
国
内
の
主
要
な
反
大
内
氏
勢

力
で
あ
っ
た
武
田
氏
や
厳
島
社
の
藤
原
姓
神
主
家
は
滅
亡
し
た
。

　
そ
の
後
毛
利
元
就
は
、
大
内
義
隆
と
陶
隆
房
ら
重
臣
の
抗
争
に
際
し
て
、
隆
房

方
に
加
担
し
、
盟
主
の
地
位
を
利
用
し
て
安
芸
国
衆
に
多
数
派
工
作
を
行
う
。
こ

う
し
た
動
き
の
褒
美
と
し
て
旧
武
田
氏
領
や
大
内
氏
領
（
旧
厳
島
社
神
主
家
領
）

な
ど
、
安
芸
国
西
部
地
域
に
所
領
を
給
与
・
安
堵
さ
れ
た

）
27
（

。

　
そ
し
て
、
数
年
後
に
は
陶
晴
賢
（
隆
房
）
と
断
交
し
、
大
内
氏
を
討
滅
し
、
国

衆
の
統
合
者
、
す
な
わ
ち
戦
国
大
名
へ
と
成
長
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

註（
1
）
岸
田
裕
之
『
大
名
領
国
の
構
成
的
展
開
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
）

の
第
三
編
第
六
章
（
三
七
六
～
四
五
六
頁
）。

　
　
　
こ
の
文
明
八
年
九
月
十
五
日
の
高
橋
命
千
代
契
状
（『
益
田
家
文
書
』
八

五
七
）
に
署
判
し
た
高
橋
氏
一
族
・
譜
代
家
臣
と
し
て
、
高
橋
清
光
ほ
か
、

安
芸
国
側
の
生
田
・
北
・
横
田
・
山
形
・
新
見
・
重
延
、
石
見
国
側
の
口
羽
・

雪
田
・
長
田
・
下
出
羽
・
上
出
羽
各
氏
ら
が
確
か
め
ら
れ
、
そ
の
名
か
ら
分

出
さ
れ
た
在
所
も
知
ら
れ
る
。
関
係
地
名
図
に
示
し
た
。

　
　
　
な
お
、
こ
の
命
千
代
は
の
ち
の
元
光
で
あ
る
。

（
2
）『
広
島
県
史

中
世

』（
広
島
県
、
一
九
八
四
年
）
四
八
九
～
五
〇
二
頁
。
岸
田 

編
『
広
島
県
の
歴
史
』（
山
川
出
版
社
、一
九
九
九
年
）
一
〇
八
～
一
一
五
頁 

（
岸
田
執
筆
）。
岸
田
『
毛
利
元
就
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
四
年
）

三
三
～
五
二
頁
。

（
3
）
秋
山
伸
隆
「
高
橋
氏
の
滅
亡
時
期
を
め
ぐ
っ
て
」（
安
芸
高
田
市
歴
史
民

俗
博
物
館
、
図
録
16
令
和
元
年
度
秋
季
企
画
展
『

芸
石
国
人

高
橋
一
族
の
興
亡
』、

二
〇
二
〇
年
）
八
～
一
三
頁
。

（
4
）「
長
府
毛
利
文
書
（
無
銘
手
鑑
）」（『
広
島
県
史

古
代
中
世
資
料
編
Ⅴ

』、
一
九
八
〇 

年
）。
な
お
、
和
田
秀
作
編
『
戦
国
遺
文

大
内
氏
編

　
第
二
巻

』（
二
〇
一
七
年
）
一

五
〇
九
。
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前
註
（
1
）
所
引
の
岸
田
『
大
名
領
国
の
構
成
的
展
開
』
四
二
〇
・
四
二

一
頁
。

　

（
5
）『
萩
藩
閥
閲
録

第
三
巻

』
巻
一
二
一
〈
周
布
〉

－

153
。
な
お
、前
註
所
引
の
『
戦

国
遺
文

大
内
氏
編

　
第
二
巻

』
一
五
〇
八
。

（
6
）
高
橋
興
光
が
盟
主
に
就
任
当
初
の
状
態
に
つ
い
て
は
、
政
治
・
軍
事
情
勢

も
か
ら
め
て
若
干
の
説
明
が
必
要
で
あ
る
。

　
　
　
永
正
十
三
年
二
月
二
十
九
日
に
毛
利
興
元
は
粟
屋
弥
六
跡
に
宛
て
、
上
庄

松
尾
要
害
尾
頸
に
お
い
て
討
死
し
た
こ
と
を
謝
し
て
い
る
（「
粟
屋
家
文
書
」

〈『
山
口
県
史

史
料
編

　
中
世
２

』、
二
〇
〇
一
年
〉）。

　
　
　
高
橋
興
光
と
毛
利
興
元
の
関
係
が
悪
化
し
て
い
た
状
況
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
　
　
こ
う
し
た
状
況
は
、
同
十
二
年
六
月
一
日
に
壬
生
元
泰
が
毛
利
興
元
に
三

箇
条
の
起
請
文
を
差
出
し
、
懇
願
し
て
宥
免
さ
れ
た
こ
と
を
謝
し
、
第
一
条

で
「
自
今
以
後
、
武
田
方
、
高
橋
方
、
其
外
何
方
へ
も
不
可
知
音
候
、
御
方

様
為
御
与
力
、
可
属
御
手
候
」（
第
二
条
は
軍
役
を
家
来
次な

み

に
馳
走
す
る
。

第
三
条
は
木
次
一
〇
〇
貫
を
割
譲
す
る
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら

れ
る
（『
毛
利
家
文
書
』
二
〇
六
）。
ま
た
、
同
じ
頃
に
毛
利
興
元
は
所
領
東

側
の
敷
名
亮
秀
・
吉
原
通
親
・
上
山
実
広
と
盟
約
し
、
尼
子
氏
方
に
対
抗
し

て
い
る
（
同
二
〇
七
）。
遡
っ
て
永
正
八
年
八
月
に
は
、
中
郡
衆
の
秋
山
親
吉
・

井
原
元
造
・
内
藤
元
廉
ら
も
服
属
さ
せ
て
い
る
（
同
一
九
五
～
二
〇
三
）。

　
　
　
高
橋
元
光
・
吉
川
元
経
・
毛
利
興
元
は
、
永
正
五
年
に
大
内
義
興
に
随
っ

て
上
洛
し
て
い
た
が
、
同
八
年
八
月
に
形
勢
不
利
と
判
断
し
て
勝
手
に
戦
線

を
離
脱
し
て
帰
国
し
た
。
そ
し
て
翌
九
年
三
月
三
日
に
他
の
六
国
衆
と
一
揆

契
約
を
結
ぶ
。
こ
の
盟
約
は
契
状
の
第
一
条
か
ら
大
内
氏
の
干
渉
や
譴
責
を

避
け
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
読
み
取
れ
る
が
、
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、

各
国
衆
の
基
盤
強
化
、
勢
力
拡
大
は
欠
か
せ
な
い
。

　
　
　
永
正
十
年
三
月
に
は
坂
氏
の
追
討
事
件
も
起
こ
っ
て
毛
利
氏
家
中
が
動
揺

す
る
事
態
も
生
じ
た
。
中
郡
衆
、
敷
名
・
吉
原
・
上
山
各
氏
、
壬
生
氏
ら
と

の
盟
約
関
係
に
し
て
も
、
高
橋
氏
の
松
尾
要
害
を
攻
撃
し
た
こ
と
も
、
そ
う

し
た
活
動
の
証
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
な
お
、
前
註
（
2
）
所
引
の
岸
田
『
毛
利
元
就
』
一
八
～
二
八
頁
。

（
7
）
和
田
秀
作
編
『
戦
国
遺
文

大
内
氏
編

　
第
三
巻

』（
二
〇
一
九
年
）
二
三
〇
二
・

二
三
〇
三
・
二
三
〇
四
。
な
お
、
前
註
（
2
）
所
引
の
岸
田
編
『
広
島
県
の

歴
史
』
一
一
〇
頁
、
な
ら
び
に
岸
田
『
毛
利
元
就
』
三
五
頁
に
そ
の
図
版
を

あ
げ
て
い
る
。

（
8
）
こ
の
大
内
義
隆
書
状
に
つ
い
て
は
、
前
註
（
2
）
所
引
の
岸
田
編
『
広
島

県
の
歴
史
』
で
は
「
高
橋
氏
攻
め
の
直
前
と
推
定
さ
れ
る
四
月
二
十
二
日
」

と
し
た
が
、
岸
田
『
毛
利
元
就
』
で
は
「
享
禄
二
年
」
と
明
記
し
た
。

　
　
　
『
山
口
県
史

通
史
編

　
中
世

』（
二
〇
一
二
年
）
に
お
い
て
も
享
禄
二
年
四
月
と

記
さ
れ
て
い
る
（
五
〇
五
頁
。
和
田
秀
作
執
筆
）。

（
9
）
内
藤
興
盛
は
陶
隆
房
（
晴
賢
）
と
と
も
に
大
内
義
長
を
擁
立
し
た
も
の
の
、

ま
も
な
く
そ
の
関
係
を
断
つ
。
興
盛
は
天
文
二
十
二
年
十
二
月
に
死
没
す
る

が
、「
去
年
九
月
中
旬
之
比
家
中
錯
乱
」
と
あ
る
よ
う
に
、
既
に
前
年
の
九

月
に
は
内
藤
家
の
分
裂
は
顕
在
化
し
て
い
た
。
興
盛
は
、
天
文
二
十
一
年
九

月
二
十
九
日
に
勝
間
田
盛
保
に
「
今
度
就
家
中
錯
乱
、
忠
節
誠
一
人
当
千
之

心
差
感
悦
之
至
候
」、
同
年
十
月
二
日
に
は
勝
間
田
盛
道
に
「
今
度
就
家
中

錯
乱
之
儀
、
豊
筑
之
家
人
等
各
隆

（
内
藤
）世

一
味
之
処
、
盛
道
無
二
之
忠
節
誠
以
無

比
類
候
」
と
、
と
も
に
興
盛
に
忠
節
を
働
い
た
こ
と
を
謝
し
、
褒
美
を
与
え

て
い
る
（『
萩
藩
閥
閲
録

第
四
巻

』
巻
一
七
〇
〈
内
藤
小
源
太
家
来
・
勝
間
田
〉

－

13
・
14
・
16
）。

（
10
）
こ
の
大
内
義
隆
書
状
は
、『
萩
藩
閥
閲
録

第
一
巻

』
巻
一
〈
宍
戸
〉

－

3
に
は 

「
天
文
九

カ

」
と
傍
注
が
あ
る
が
、『
山
口
県
史

史
料
編

　
中
世
３

』（
二
〇
〇
四
年
）

で
は
「
享
禄
二
年
」
と
傍
注
を
付
し
て
い
る
（
同
別
冊
の
「
花
押
・
印
章
集
」

643
参
照
）。

　
　
　
な
お
、
書
状
の
署
判
部
分
は
本
文
中
に
図
版
と
し
て
あ
げ
た
。

（
11
）『
山
内
家
文
書
』
二
二
一
、
多
賀
山
通
続
同
家
系
図
案
。

　
　
　
な
お
、
尼
子
氏
に
攻
め
ら
れ
た
多
賀
山
氏
の
救
援
に
は
備
後
国
人
の
上
山

広
信
（『
萩
藩
閥
閲
録

第
二
巻

』
巻
四
〇
〈
上
山
〉

－

31
）、
杉
原
元
士
（
同
巻

六
七
〈
高
須
〉

－

35
）、
田
総
俊
里
（
同
巻
八
九
〈
田
総
〉

－

22
）
ら
も
馳
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参
し
て
い
る
。

（
12
）
こ
の
五
月
二
十
三
日
の
陶
興
房
書
状
は
、『
萩
藩
閥
閲
録

第
一
巻

』
巻
一
六 

〈
志
道
〉

－

71
に
は
「
天
文
元

カ

」
と
傍
注
が
あ
る
が
、
大
内
義
興
が
享
禄

元
年
十
二
月
二
十
日
に
死
没
し
、
陶
興
房
が
同
四
年
正
月
二
十
三
日
に
は 

「
道
麒
」
と
署
名
し
て
い
る
こ
と
（
前
註
（
7
）
所
引
の
『
戦
国
遺
文

大
内
氏

編
　
第
三
巻

』
二
四
三
四
）
か
ら
、
享
禄
二
年
か
三
年
に
比
定
で
き
る
。
そ
し
て

書
状
中
に
「
当
代
初
而
被
仰
候
、
目
出
候
」
と
、
大
内
義
隆
の
初
の
裁
許
で

あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
享
禄
二
年
と
判
断
さ
れ
る
。

（
13
）
註
（
11
）
の
な
お
書
に
あ
げ
た
文
書
の
う
ち
の
七
月
六
日
に
山
名

豊
が

杉
原
元
士
に
宛
て
た
も
の
で
は
、「
就
今
度
尼
子
多
賀
山
表
乱
入
、
馳
走
之

由
候
、
尤
以
粉
骨
候
、
仍
木
梨
父
子
成
敗
之
儀
、
任

（

山

名

誠

豊

）

光
明
院
殿
下
知
之
旨
、

村
上
治
部
大
夫
申
談
、
入
魂
忠
節
神
妙
候
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
木
梨
氏
父
子
の
成
敗
に
連
動
す
る
事
態
と
も
推
察
さ
れ
る
。

（
14
）
天
文
五
年
の
三
月
二
十
日
に
毛
利
元
就
は
児
玉
就
方
に
宛
て
「
三
月
十
七

日
生
田
之
城
切
崩
之
時
、
頸
一
新
見
彦
四
郎
虜
一
人
高
名
無
比
類
候
」（『
萩

藩
閥
閲
録

第
三
巻

』
巻
一
〇
〇
〈
児
玉
〉

－
8
）、
ま
た
天
文
六
年
三
月
二
十

六
日
に
元
就
は
岡
光
良
に
宛
て
「
三
月
七
日
生
田
要
害
切
崩
候
時
、
広
新
五

左
衛
門
尉
討
捕
候
、
高
名
神
妙
之
至
候
」（
同
第
二
巻
の
巻
八
〇
〈
岡
〉

－

1
）
と
褒
賞
し
て
い
る
。
生
田
城
は
生
田
氏
の
拠
城
、
新
見
彦
四
郎
は
文
明

八
年
の
契
状
に
署
判
し
た
新
見
浄
鳳
の
一
族
と
思
わ
れ
る
が
、
連
年
城
攻
め

が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
簡
単
に
は
攻
略
で
き
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
生
田
城
攻
め
の
事
例
も
合
せ
考
え
る
と
、
旧
高
橋
氏
領
の
安
芸
国
側

に
お
い
て
は
、
そ
の
西
寄
り
の
壬
生
・
山
県
・
生
田
の
辺
り
の
郷
村
が
よ
り

激
し
く
抗
戦
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
15
）『
毛
利
家
文
書
』
一
九
一
。

（
16
）
享
禄
二
年
九
月
二
十
二
日
に
大
内
氏
奉
行
人
弘
中
正
長
は
周
防
国
衙
候
人

得
富
雅
楽
助
・
上
司
平
三
に
宛
て
、「
重
任
諸
天
役
并
阿
弥
陀
寺
分
事
、
近

年
芸
州
陣
方
号
要
用
不
漏
配
当
候
歟
、
彼
在
所
事
、
諸
役
不
懃
之
子
細
以
先

証
示
預
候
段
、
巨
細
令
披
露
候
、
於
後
年
者
可
任
旧
規
之
由
可
申
旨
候
」
と

述
べ
て
い
る
（
前
註
（
7
）
所
引
の
『
戦
国
遺
文

大
内
氏
編

　
第
三
巻

』
二
三
三
七
）。

　
　
　
国
衙
候
人
と
し
て
諸
役
免
許
の
阿
弥
陀
寺
領
に
配
賦
を
行
っ
た
こ
と
は
、

大
内
氏
の
享
禄
二
年
の
安
芸
国
に
お
け
る
軍
事
活
動
が
、
多
額
の
軍
事
費
を

必
要
と
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

（
17
）
田
村
哲
夫
校
訂
『

毛
利
元
就

軍
記
考
証

　

新
裁
軍
記
』（
マ
ツ
ノ
書
店
、
一
九
九
三
年
）。

（
18
）
こ
れ
を
言
い
換
え
る
と
、
拠
城
が
攻
略
さ
れ
た
時
に
城
主
が
落
ち
延
び
、

の
ち
年
月
を
経
て
死
没
し
た
と
し
て
も
、
死
没
し
た
時
点
を
も
っ
て
領
主
家

の
滅
亡
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
19
）
ほ
か
に
も
た
と
え
ば
九
月
二
十
八
日
に
陶
興
房
が
志
道
広
良
に
宛
て
「
昨

日
者
御
音
問
祝
着
之
至
候
、
備
後
辺
左
右
御
床
敷
候
つ
る
、
敵
引
退
候
哉
、

先
々
可
然
候
」「
然
者
岩
国
辺
可
逗
留
候
、
い
か
程
雖
不
申
通
候
、
今
度
最

前
以
来
、
至
于
今
無
御
等
閑
候
事
共
、
忘
申
間
敷
候
、
御
同
心
可
為
快
然
候
、

杣
（
西
条
）ニ

伊
（

伊

香

賀

）

■
壱
在
城
さ
せ
候
、
尚
以
可
申
談
旨
申
遣
候
」
と
述
べ
た
（『
萩
藩

閥
閲
録

第
一
巻

』
巻
一
六
〈
志
道
〉

－

67
）
事
例
な
ど
を
確
か
め
ら
れ
る
。

（
20
）
和
田
秀
作
氏
の
執
筆
に
よ
る
。

　
　
　
な
お
、
十
一
月
二
十
二
日
の
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
写
に
「
至
石
州
内

藤
弾
正
忠
興
盛
被
差
遣
候
、
仍
兼

（
光
井
）種

事
、
興
盛
可
有
同
道
之
由
候
、
不
可
有

遅
々
候
」
と
あ
る
。
こ
の
文
書
は
享
禄
元
～
四
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
（
和

田
秀
作
「
大
内
氏
家
臣
安
富
氏
の
関
係
史
料
に
つ
い
て
（
二
）」〈『
山
口
県

文
書
館
研
究
紀
要
』
二
八
、
二
〇
〇
一
年
〉）。

　
　
　
ま
た
、
享
禄
四
年
閏
五
月
二
十
四
日
の
大
内
氏
家
臣
連
署
奉
書
に
は
連
署

三
名
の
奥
に
「
隆
盛

出
陣

」
と
あ
り
、
こ
の
頃
に
は
出
陣
中
で
あ
っ
た
こ
と

が
確
か
め
ら
れ
る
（
前
註
（
7
）
所
引
の
『
戦
国
遺
文

大
内
氏
編

　
第
三
巻

』
二
四

四
四
・
二
四
四
五
）。

　
　
　
陶
興
房
の
言
い
回
し
か
ら
勘
案
す
れ
ば
、
内
藤
興
盛
ら
の
大
内
氏
軍
が
在

陣
し
て
い
な
い
石
見
表
に
毛
利
氏
の
馳
参
を
急
が
せ
る
と
は
考
え
に
く
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
な
お
、
問
田
隆
盛
は
享
禄
四
年
当
時
は
十
三
歳
で
あ
っ
た
（
隆
盛
は
、
永
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正
十
六
年
（
一
五
一
九
）
十
一
月
十
二
日
の
生
ま
れ
で
あ
る
〈
和
田
秀
作
「
吉

田
兼
右
『
防
州
下
向
記
』
に
見
え
る
大
内
氏
関
係
記
事
」、『
山
口
県
地
方
史

研
究
』
一
二
三
、
二
〇
二
〇
年
〉）
が
、
既
に
問
田
興
之
は
死
没
し
て
い
た
の 

で
、
石
見
国
守
護
代
の
任
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
21
）「
庵
原
家
文
書
」（
川
本
町
教
育
委
員
会
編
『
中
世
川
本
・
石
見
小
笠
原
氏

関
係
史
料
集
』〈
二
〇
二
一
年
〉
92
）。

（
22
）
問
田
興
之
に
つ
い
て
は
、『
大
内
氏
実
録
』
中
の
「
付
録
之
一

　
大
内
系 

図
」
に
「
於
石
州
高
城
病
死
」
と
あ
る
（
近
藤
清
石
著

　
三
坂
圭
治
校
訂
『
大

内
氏
実
録
』〈
マ
ツ
ノ
書
店
、
一
九
七
四
年
〉）。
こ
の
「
高
城
」
は
、
大
内

氏
の
石
見
国
、
と
り
わ
け
分
郡
邇
摩
郡
支
配
に
と
っ
て
守
護
代
が
在
城
す
る

中
心
的
な
城
郭
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
所
在
位
置
か
ら
「
太

田
高
城
」
と
呼
称
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
若
年
で
家
督
を
相
続
し
石
見
国
守
護
代
に
就
い
て
間
も
な
い
問
田
隆
盛
が

出
陣
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
援
軍
と
し
て
で
は
な
い
。
そ
れ
は
自
ら

が
管
轄
す
る
石
見
国
に
お
い
て
大
内
氏
権
力
が
有
す
る
諸
権
益
の
確
保
に
関

わ
る
重
要
な
戦
い
で
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
そ
し
て
本
国
か
ら
重
臣
で
長
門
国
守
護
代
の
内
藤
興
盛
が
派
遣
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
も
、
高
城
の
城
衆
や
大
内
氏
方
の
石
見
国
人
ら
の
軍
事
力
だ
け
で

は
そ
れ
に
対
応
で
き
な
い
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
状
況
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
も
あ
る
。

　
　
　
そ
し
て
さ
ら
に
国
衆
連
合
の
盟
主
・
毛
利
元
就
の
軍
事
出
動
も
必
要
と
し
た
。

　
　
　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、
大
内
氏
中
枢
は
太
田
高
城
を
攻
略
さ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
石
見
国
東
部
地
域
の
軍
事
情
勢
に
重
圧
を
覚
え
て
い

た
と
い
え
る
。

　
　
　
こ
う
し
て
み
る
と
、
陶
興
房
は
、
当
時
ま
さ
に
石
見
国
邇
摩
郡
の
確
保
に

焦
点
を
定
め
、
広
く
領
国
全
体
を
見
わ
た
し
て
適
宜
差
配
を
行
っ
て
い
た
の

で
あ
り
、
毛
利
氏
に
命
じ
た
石
見
表
へ
の
軍
事
出
動
も
そ
の
有
り
様
の
一
つ

と
し
て
理
解
で
き
る
。

（
23
）「
児
玉
家
文
書
」（
前
註
（
6
）
所
引
の
『
山
口
県
史

史
料
編

　
中
世
２

』〈
同
別

冊
の
「
花
押
・
印
章
集
」
1
9
6
2
参
照
。
元
就
は
、
大
永
か
ら
享
禄
年
間

に
こ
の
よ
う
な
形
状
の
花
押
を
用
い
て
い
る
〉）。『
毛
利
家
文
書
』
三
〇
二
。

（
24
）
南
北
朝
時
代
に
南
朝
方
と
し
て
軍
事
活
動
を
行
っ
て
い
た
凡
氏
系
山
形
氏

ら
と
の
関
係
は
わ
か
ら
な
い
。

　
　
　
領
主
が
庶
子
家
を
分
出
す
る
に
際
し
て
、
押
領
に
よ
る
場
合
も
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
高
橋
氏
の
場
合
、
石
見
国
君
谷
出
羽
氏
は
、
明
徳
元
年
（
一
三

九
〇
）
に
本
領
で
あ
る
出
羽
上
下
地
頭
職
を
「
高
橋
押
妨
猶
以
不
休
」
と
大

内
氏
に
訴
え
て
い
る
し
、
ま
た
高
橋
氏
滅
亡
後
の
享
禄
四
年
二
月
十
二
日
に

毛
利
元
就
は
君
谷
出
羽

盛
に
起
請
文
を
宛
て
、「
出
羽
七
百
貫
御
本
地
之

内
四
百
五
拾
貫
、
高
橋
譜
代
押
掠
候
」
と
し
、
毛
利
氏
の
武
略
で
高
橋
氏
を

討
っ
た
の
で
こ
の
地
を
一
円

盛
に
与
え
、
与
力
と
し
て
編
成
す
る
と
誓
約

し
て
い
る
（『
萩
藩
閥
閲
録

第
二
巻

』
巻
四
三
〈
出
羽
〉

－

48
・
1
）。

　
　
　
文
明
八
年
（
一
四
七
六
）
九
月
十
五
日
の
命
千
代
契
状
に
署
判
し
た
「

上

出
羽
越

　
　

光
教
」「

下
出
羽
藤
兵
衛
尉

光
明
」
は
、こ
の
君
谷
出
羽
氏
の
本
領
を
「
押
妨
」

し
た
者
の
系
譜
に
連
な
る
。

　
　
　
高
橋
山
形
氏
が
壬
生
・
有
田
辺
に
お
い
て
そ
う
し
た
所
領
拡
大
行
為
を
し

な
か
っ
た
か
ど
う
か
、
不
明
で
あ
る
が
、
凡
氏
系
の
山
形
氏
や
壬
生
氏
ら
は
、

君
谷
出
羽
氏
に
比
べ
る
と
そ
の
所
領
規
模
に
お
い
て
や
や
小
さ
い
の
で
、
傘

下
に
組
み
込
ま
れ
や
す
い
領
主
層
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

（
25
）『
吉
川
家
文
書
』
三
八
二
。

（
26
）
天
文
五
年
の
正
月
二
十
七
日
に
大
内
義
隆
は
毛
利
元
就
に
宛
て
、
毛
利
氏

家
中
が
「
錯
乱
」
に
及
ぶ
事
態
に
な
っ
た
ら
元
就
に
合
力
す
る
よ
う
、
国
の

面
々
に
命
じ
た
と
伝
え
て
い
る
。

　
　
　
の
ち
の
天
文
十
九
年
（
一
五
五
〇
）
七
月
に
決
行
さ
れ
た
井
上
元
兼
一
族

の
誅
伐
は
、
こ
の
時
に
実
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
平
賀
弘
保
・
興
貞

父
子
の
合
戦
を
お
さ
め
る
た
め
、
延
期
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。「
錯
乱
」
と

は
、
そ
う
し
た
緊
迫
し
た
状
況
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
（
前
註
（
8
）
所
引
の

『
山
口
県
史

通
史
編

　
中
世

』
五
〇
五
頁
。
こ
の
大
内
義
隆
書
状
の
図
版
も
掲
載
）。

　
　
　
井
上
氏
は
、
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）
に
光
純
が
山
県
荘
へ
入
っ
た
と
さ
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れ
、
そ
の
系
譜
書
に
は
克
光

－

光
純

－

光
教

－

勝
光

－

光
兼

－

元
兼
と
あ
る
。

「
光
」
の
字
か
ら
推
察
し
て
高
橋
氏
と
縁
の
あ
っ
た
家
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

（『
萩
藩
閥
閲
録

第
三
巻

』
巻
九
三
〈
井
上
〉

－

30
・
系
譜
書
）。

　
　
　
天
文
五
年
に
実
行
予
定
で
あ
っ
た
井
上
元
兼
の
誅
伐
は
、
高
橋
氏
の
滅
亡

と
関
係
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。「
錯
乱
」
は
、
毛
利
氏
家
督
と
し
て
一

五
年
近
い
元
就
が
、
高
橋
氏
滅
亡
の
機
会
を
と
ら
え
、「
習
」
が
悪
い
井
上

元
兼
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
事
態
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
る

（
前
註
（
2
）
所
引
の
岸
田
『
毛
利
元
就
』
四
八
・
四
九
、六
六
～
七
一
頁
）。

　
　
　
井
上
元
兼
一
族
が
国
衆
並
み
の
勢
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る

が
、
そ
の
婚
姻
関
係
に
よ
っ
て
同
様
の
動
き
を
す
る
領
主
も
あ
っ
た
。

　
　
　
旧
千
代
田
町
の
中
心
部
の
壬
生
・
有
田
か
ら
南
へ
入
っ
た
南
方
は
、
西
は

峠
を
越
え
る
と
本
地
で
あ
る
が
、
南
方
氏
の
本
領
で
あ
る
。

　
　
　
天
文
十
九
年
七
月
の
井
上
元
兼
一
族
の
誅
伐
直
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
次

の
よ
う
な
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
（『
毛
利
家
文
書
』
六
八
二
、
毛
利
隆
元

自
筆
覚
書
）。

　
　
　
　
　
　
　

城
■
■
ら
う
せ
き
ニ
付
而
源

（
桂

　就
延
）

右
申
候
事

　
　
　
こ
の
こ
と
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
南
方
氏
の
系
譜
書
に
次
の
記
事

が
あ
る
（『
萩
藩
閥
閲
録

第
二
巻

』
巻
四
七
〈
南
方
〉

－

系
譜
書
）。

　
　
南
方
式
部
丞
元
次

　
　
従
興
元
公
賜
御
一
字
号
元
次

　
住
芸
州
南
方

　
　
南
方
刑
部
大
輔
就
由

　
始
才
寿
丸

　
住
芸
州

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
子
細
家
断
絶

　
母
ハ
井
上
河
内
守
元
兼
娘

　
　
　
南
方
式
部
丞
元
次
と
南
方
才
寿
は
、
天
文
十
九
年
七
月
二
十
日
の
福
原
貞

俊
以
下
家
臣
連
署
起
請
文
に
署
判
し
て
い
る
（『
毛
利
家
文
書
』
四
〇
一
）
が
、

就
由
は
「
有
子
細
家
断
絶
」
と
さ
れ
た
。
そ
の
子
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
就

由
が
井
上
元
兼
の
外
孫
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
測
を
加
え
て
み
る
と
、
そ
の
動

き
を
咎
め
ら
れ
て
「
家
断
絶
」
に
至
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
（
の
ち
に
当

主
に
就
正
を
立
て
再
興
）。

　
　
　
と
も
あ
れ
、
大
枠
で
い
え
ば
、
旧
千
代
田
町
中
心
部
は
高
橋
・
武
田
・
毛

利
三
氏
の
境
界
領
域
で
あ
っ
た
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
井
上
・
高
橋
山
形
・

南
方
三
氏
の
結
び
つ
き
の
な
か
で
安
定
を
保
っ
て
い
る
時
期
が
あ
っ
た
。
右

述
し
た
よ
う
に
、
毛
利
元
就
は
、
享
禄
二
年
四
月
に
福
光
を
領
有
し
、
次
々

に
彼
ら
領
主
を
討
ち
、
こ
の
地
域
を
服
属
さ
せ
た
。
そ
の
こ
と
が
も
つ
政
治

的
・
軍
事
的
・
経
済
的
な
意
味
は
大
き
い
。

　
　
　
こ
の
地
域
の
歴
史
像
を
描
く
う
え
に
井
上
氏
は
重
要
な
当
事
者
で
あ
る

が
、
本
稿
の
主
旨
か
ら
外
れ
る
の
で
、
こ
れ
に
と
ど
め
る
。

（
27
）
岸
田
裕
之
「
陶
隆
房
の
挙
兵
と
毛
利
元
就
」（
岸
田
『
大
名
領
国
の
政
治

と
意
識
』〈
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
〉。
初
出
は
一
九
九
一
年
）。

〔
付
記
〕

　
本
施
設
は
五
〇
年
の
歴
史
を
刻
ん
だ
。〝
開
発
の
時
代
〟
に
損
傷
し
ま
た
は
滅

失
し
た
遺
産
が
数
多
あ
る
な
か
、
こ
の
調
査
・
研
究
の
成
果
は
特
色
あ
る
地
域
づ

く
り
に
と
っ
て
貴
重
な
資
源
・
資
産
と
な
っ
た
。

　
い
ま
地
域
社
会
は
的
確
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
人
材
を
得
て
埋
も
れ
た
歴
史
・

文
化
を
発
信
し
、
そ
の
再
生
に
活
か
す
取
り
組
み
を
か
つ
て
な
い
ほ
ど
意
欲
的
に

進
め
て
い
る
。
保
存
史
と
破
壊
史
は
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。
い
ま
だ
歴
史
・
文
化

遺
産
の
保
存
に
は
危
う
さ
が
つ
き
ま
と
う
が
、
こ
う
し
た
機
会
に
本
施
設
と
し
て

は
一
層
遺
産
の
掘
り
起
こ
し
を
企
て
た
い
。

　
遺
産
を
知
り
、
学
び
、
そ
し
て
創
り
出
さ
れ
る
文
化
力
は
、
人
を
育
て
地
域
の

自
立
的
活
動
を
支
え
る
基
礎
と
も
な
る
。

　
学
府
に
は
、
こ
れ
か
ら
も
人
間
や
そ
の
生
活
文
化
か
ら
派
生
し
、
人
間
世
界
を

多
面
的
に
考
究
す
る
学
問
諸
分
野
の
バ
ラ
ン
ス
あ
る
整
備
と
、
諸
分
野
が
生
み
出

す
成
果
を
自
然
や
人
間
等
の
将
来
像
の
構
築
に
還
元
で
き
る
基
盤
の
充
実
を
お
願

い
し
た
い
。
そ
し
て
、
本
施
設
が
次
の
五
〇
年
も
ま
た
地
域
に
視
座
を
す
え
て
不

断
に
歴
史
を
刻
む
こ
と
を
念
じ
て
い
る
。

十
月
廿
日
夜

天
文

　

南
方

十
九
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The Relation of the Death of OHUCHI Yoshioki with the 
Upheavals in Bingo, Aki and Iwami Provinces  The Attack 

to the TAKAHASHI family at Matsuo Castle in Aki in the 2nd 
Year of Kyouroku Era (1529A.D.), and MOHRI Motonari

Hiroshi KISHIDA

　　During the early half of the 16th century, the northern regions of Bingo and Aki and the eastern region of 

Iwami were 境目 (sakaime) or border areas where AMAGO in Izumo and OHUCHI in Yamaguchi were conflicting.

　　After OHUCHI Yoshioki died in December of the 1st year of Kyoroku (1528 A.D.), AMAGO Tsunehisa 

began to attack OHUCHI's 国衆 (kunishu) or land lords. First he beat the TAGANOYAMA family in the northern 

part of Bingo, and submitted them. Then AMAGO took the TAKAHASHI family on his side who had controlled 

large areas in Aki and Iwami, and who was the leader of the union of three provinces which were on OHUCHI's 

side. And TAKAHASHI also had marital relations with MOHRI and possessed an adjacent area near MOHRI's 

domain. In April of the 2nd year of Kyoroku (1529A.D.) TAKAHASHI who became to join AMAGO's side tried 

to confuse MOHRI's vassals and to divide them into two. It finally caused turbulences in the MOURI family.

　　In May, on the other hand, OHUCHI Yoshitaka (Yoshioki's heir) gave an order to his land lords that, as 

he would give MOHRI Motonari the position of the union leader which Takahashi had kept, all the land lords 

should cooperate with MOHRI in military actions. Then the ally of OHUCHI, MOHRI, SHISHIDO and WACHI 

warriors attacked the TAKAHASHI family at Matsuo Castle in Aki Province and TAKAHASHI was destroyed.

　　Recently a new report says that the attack was in May of the 3rd year of Kyoroku Era (1530 A.D.), but not 

of the 2nd year. The author wanted to make it clear. So, in this paper, some dozen old manuscripts in the 2nd and 

3rd year of Kyoroku Era chosen out of the author's collections were studied more precisely and more concretely. 

After the respective affairs were placed according to the correct order of time, a whole image of those days 

could be pictured better. As a result it was proved that the date was May of the 2nd year.

　　The author also could clarify the contents of SUE Okifusa's (OHUCHI's chief vassal) letter dated May 

28th of the 3rd year of Kyoroku Era, a part of which was taken to be the only basis of the new report. Actually 

that part meant SUE Okifusa's anxieties that TAKAHASHI's previous vassals and village warriors might raise 

a riot. But the main purpose in his long letter was not in that part, but in its last line where he ordered MOHRI 

to dispatch his warriors to Iwami in order to help his master OHUCHI because his castle in the eastern part of 

Iwami had been attacked. Therefore the results were as follows: ① the new report was concluded according to 

only a part of Sue Okifusa's letter, ② the reporter had not read through SUE's long letter, either, and in addition, 

③ there were some unnatural steps toward his conclusion with not a few doubts on its evidences and arguments.

　　Generally speaking, the death of OHUCHI Yoshioki caused the attack to Matsuo Castle and the ruin of the 

TAKAHASHI clan. The most important historical phase was that, after the battles, MOHRI Motonari obtained 

the top position of the union of land lords in Bingo, Aki and Iwami on OHUCHI's side. And thereafter his 

leadership made the MOHRI clan gradually enlarge the areas under his control and finally destroy SUE and 

OHUCHI.


